
李
朝
に
お
け
る
同
族
共
同
体
の
成
立
と
郡
県
制

22　（654）・

－
一
特
に
岡
族
の
『
本
貫
』
地
と
し
て
の
郡
県
の
性
格
に
つ
い
て
i金

鴻

植

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
李
朝
初
期
に
全
面
的
に
改
編
し
た
郡
県
制
と
は
、
専
制
王
権
が
実
現
す
る
地
方
官
制
の
確
立
過
程
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
を
「
本
貫
」

地
と
し
な
が
ら
自
己
を
形
成
し
て
く
る
土
煉
土
族
、
と
く
に
そ
の
同
族
集
団
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
村
落
共
同
体
の
成
長
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
又
、
そ
れ

を
支
え
に
し
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
地
方
支
配
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
行
政
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
究
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
ま
ず
、
土
姓
士
族
の
発
生
経
緯
や
そ
の
「
共
同
体
」
的
な
性
格
を
吟
味
し
た
う
え
に
、
中
央
の
勲
旧
勢
力
に
対
抗
す
る
「
留
郷
所
」
復
立
運

動
を
経
て
、
　
「
風
位
」
・
「
書
院
」
の
確
立
に
到
る
ま
で
の
土
姓
士
族
（
の
ち
に
は
士
林
派
）
の
政
治
的
・
自
治
的
機
能
の
成
長
に
つ
い
て
段
階
的
に
検
討

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
ら
の
展
開
の
な
か
に
は
、
ほ
か
の
郷
村
構
成
員
に
対
す
る
一
つ
の
支
配
機
構
や
体
制
と
し
て
の
時
代
的
特
質
が
つ
ね

に
貫
か
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
、
土
姓
士
族
の
中
央
官
界
へ
の
持
続
的
志
向
性
と
関
連
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
八
巻
五
号
　
【
九
七
五
年
九
月

は
　
し
　
が
　
き

郡
県
制
は
、
三
國
時
代
に
発
生
し
て
か
ら
李
朝
末
に
到
る
ま
で
行
な
わ
れ
た
が
、
本
格
的
に
綱
度
化
し
た
の
は
、
高
麗
朝
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。そ

し
て
、
郡
県
の
名
称
や
形
式
が
非
常
に
似
て
い
る
が
、
各
時
代
に
よ
っ
て
郡
県
制
の
実
体
は
著
し
く
違
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
郡
県
が

国
家
権
力
－
中
央
集
権
的
官
僚
綱
－
の
人
民
支
配
の
た
め
に
設
け
た
行
政
区
画
で
あ
る
点
で
は
基
本
的
に
変
化
が
な
か
っ
た
が
、
そ
の
支
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配
の
対
象
と
な
っ
た
土
着
住
民
の
社
会
構
成
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
著
し
く
違
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
設
置
さ
れ
る
郡
県
綱
の
性
格
も
当
然

に
違
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
さ
し
当
っ
て
、
高
麗
朝
の
郡
県
舗
と
李
朝
の
そ
れ
と
を
比
べ
て
み
て
も
、
地
方
行
政
の
編
成
単
位
で
あ
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ

の
地
方
の
土
着
勢
力
、
と
り
わ
け
、
同
族
又
は
村
落
共
同
体
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
は
非
常
に
異
な
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
高
麗
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

郡
県
制
と
は
、
李
朝
の
場
合
と
違
っ
て
、
地
方
の
豪
族
又
は
族
団
を
そ
の
ま
ま
階
層
的
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
当
時
の
園
家
権

力
は
ま
だ
、
各
地
方
に
散
在
し
て
い
る
土
豪
的
郷
吏
の
勢
力
を
郷
え
切
れ
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
力
を
認
め
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
地
方
の
住
民
を

支
配
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
、
ご
く
一
部
の
主
要
地
に
し
か
中
央
か
ら
地
方
官
（
－
外
事
）
が
派
遣
さ
れ
ず
、
残
り
の
各
地
に
は
当
地
の
土

豪
藩
吏
の
勢
力
に
応
じ
て
〈
属
〉
州
・
府
・
郡
・
県
、
或
い
は
、
部
曲
・
郷
・
所
・
村
な
ど
の
名
称
や
そ
れ
に
準
ず
る
地
位
及
び
格
式
を
与
え

る
代
り
に
、
彼
ら
を
当
地
の
租
税
・
力
役
・
貢
物
な
ど
の
請
負
業
老
と
し
て
利
用
す
る
間
接
的
統
治
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
郡
県

制
的
支
配
体
欄
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
李
朝
初
期
の
郡
県
欄
は
ま
ず
、
旧
来
の
伝
統
的
勢
力
で
あ
る
土
豪
郷
吏
層
を
極
力
抑
制
し
、
彼
ら
の
勢
力
地
盤
で
あ
る
属

県
・
部
曲
な
ど
を
解
体
し
て
、
地
方
官
の
駐
在
す
る
郡
県
の
新
し
い
行
政
体
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
再
編
成
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
な
重

点
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
い
わ
ば
覆
面
制
か
ら
領
勝
継
へ
の
移
行
と
い
う
、
高
麗
末
よ
り
李
朝
初
に
か
け
て
の
郡
県
編
成
上
の
変
遷
や
土
豪
郷
吏
層
の
分
解

及
び
移
動
な
ど
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
分
析
が
要
求
さ
れ
る
が
、
紙
面
の
関
係
上
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
委
ね
る
。

　
し
か
し
従
来
の
見
解
か
ら
み
て
も
、
李
朝
初
に
お
け
る
郡
県
棚
的
合
理
化
は
、
原
則
と
し
て
「
外
面
」
か
ら
行
政
的
手
段
に
よ
っ
て
ま
ず
郡

県
及
び
そ
の
体
制
的
役
割
を
再
編
し
、
つ
い
で
国
家
に
対
す
る
郡
県
民
の
適
応
条
件
を
変
化
さ
せ
、
主
と
し
て
組
税
・
力
役
・
貢
物
と
い
っ
た

貢
納
欄
的
紋
屋
体
系
に
対
す
る
担
当
能
力
を
高
め
る
と
い
う
、
つ
ま
り
、
各
地
方
に
官
僚
制
的
支
配
機
構
と
し
て
の
「
地
方
官
制
」
を
定
着
さ

せ
る
意
味
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
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と
醤
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
郡
県
以
下
の
村
落
秩
序
や
そ
の
構
成
を
も
積
極
的
に
変
革
し
よ
う
と
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、

李
朝
の
場
合
で
も
、
郡
県
制
的
支
配
は
村
落
に
対
し
て
外
部
的
力
と
し
て
の
み
対
応
し
て
い
た
点
に
は
変
り
な
か
っ
た
。

　
と
い
う
よ
り
も
、
李
朝
初
か
ら
す
で
に
こ
の
よ
う
な
郡
県
制
的
外
廓
機
構
に
よ
っ
て
表
面
的
に
は
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
蔭
に
秘
ん
で
か

え
っ
て
そ
れ
を
「
内
面
」
か
ら
支
え
、
規
定
し
て
い
る
新
た
に
再
組
織
さ
れ
た
自
律
的
な
秩
序
が
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、

そ
れ
が
当
時
の
郡
県
制
の
合
理
化
を
押
し
進
め
た
一
つ
の
主
体
的
要
因
で
あ
る
事
実
関
係
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
、
ま
ず
そ
の
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
李
朝
時
代
の
村
落
形
成
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
果
し
た
同
族
集
団
を
取
り
上
げ
、
そ
の

共
同
体
的
な
側
面
を
追
及
し
、
そ
の
歴
史
的
な
性
格
は
果
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ

で
は
い
わ
ゆ
る
「
共
同
体
」
と
い
う
言
葉
を
敢
え
て
使
う
が
、
そ
の
厳
密
な
概
念
規
定
の
試
み
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
十
分
深
め
ら
れ
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
た
だ
十
五
～
六
世
紀
以
降
、
李
朝
社
会
に
お
い
て
村
落
の
構
造
が
同
族
集
団
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
一
そ
の
村
落
構
成
の

一
部
を
な
す
揚
合
も
含
め
一
村
落
に
つ
い
て
は
、
一
応
「
共
同
体
」
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
す
る
。
従
来
、
同
族
村
落
に
つ
い
て
は
期
生
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

助
の
「
朝
鮮
の
聚
蕩
」
㈲
を
は
じ
め
、
金
事
憲
、
四
方
博
、
鈴
木
栄
太
郎
な
ど
、
諸
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
見
解
で

は
、
同
族
村
落
を
労
働
力
の
再
生
産
基
盤
と
し
て
、
ま
た
、
支
配
搾
取
の
機
構
と
し
て
1
即
ち
、
同
族
の
成
員
間
の
平
等
と
い
う
の
は
単
な

る
擬
網
に
す
ぎ
ず
、
支
配
階
層
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
乱
丁
で
あ
る
と
い
う
一
い
わ
ゆ
る
「
共
同
体
」
な
側
颪
か
ら
み
よ
う
と
す
る
、
李
朝

に
お
け
る
同
族
「
共
同
体
」
の
歴
史
的
な
位
置
付
け
の
試
み
や
、
さ
ら
に
従
来
、
官
僚
政
治
に
お
け
る
地
方
官
制
の
単
な
る
支
配
体
系
と
し
て

し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
郡
県
が
、
広
い
意
味
に
お
い
て
同
族
又
は
村
落
共
同
体
の
経
済
的
・
政
治
的
機
能
が
遂
行
さ
れ
う
る
一
つ
の
地
域
的

ま
と
ま
り
と
し
て
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
な
お
同
族
村
落
を
「
共
同
体
」
と
し
て
取
扱
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
理
論
及
び
実
証
の
両
面
に
お
い
て
な
お
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

多
く
の
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
嗣
族
村
落
に
対
す
る
認
識
を
あ
ら
た
め
、
そ
の
歴
史
的
重
要
性
を
喚
起
す
る
意
味
で
、
拙
稿
「
李
朝
に

お
け
る
同
族
共
同
体
の
歴
史
的
性
格
」
（
農
林
業
問
題
研
究
三
十
五
号
一
九
七
三
年
）
に
お
い
て
一
応
ふ
れ
て
お
い
た
の
で
、
本
稿
で
は
主
に
同
族
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の
本
貫
地
と
し
て
の
郡
嬢
の
性
格
及
び
そ
の
内
部
に
お
け
る
政
治
的
・
自
治
的
機
能
の
成
長
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
①
　
旗
田
鋭
「
高
麗
王
朝
成
立
期
の
『
府
』
と
豪
族
」
（
「
法
制
史
研
究
」
十
一
九
六
　
　
　
　
　
所
収
）
、
鈴
木
栄
太
郎
「
朝
鮮
の
農
村
社
会
集
団
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
三
年
、
鈴

　
　
○
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
・
著
作
集
V
「
朝
鮮
濃
村
社
会
の
研
究
」
所
収
）
な
ど
、
多
く
の
研
究
が
み
ら

　
②
　
金
斗
憲
「
韓
餌
家
族
制
度
研
究
」
（
一
九
六
九
年
）
、
四
方
博
「
李
朝
人
口
に
関
　
　
　
　
　
れ
る
。

　
　
す
る
一
研
究
」
（
京
城
帝
大
法
文
学
部
編
一
九
三
七
年
『
朝
鮮
社
会
法
制
史
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
【
、
土
姓
士
族
の
形
成
と
そ
の
共
同
体
的
特
質

　
〔
1
〕
　
そ
こ
で
ま
ず
、
李
朝
初
に
お
け
る
郡
県
綱
の
整
備
に
伴
な
っ
て
、
郡
県
以
下
の
村
落
の
状
態
は
ど
う
変
っ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。

　
当
時
の
郡
県
改
編
に
よ
る
戸
口
・
田
回
数
な
ど
の
再
固
定
は
、
府
・
大
都
護
府
・
牧
・
都
護
府
・
郡
・
曝
と
い
う
行
政
的
序
列
に
沿
っ
て
全

体
的
に
か
な
り
整
っ
た
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
郡
県
以
下
の
下
級
行
政
単
位
と
し
て
は
、
高
麗
郡
県
制
の
遺
制
で
あ
っ
た
属
県
・
部
曲
・
郷
・

所
な
ど
の
よ
う
な
不
合
理
的
な
「
任
内
」
（
土
着
郷
吏
に
よ
る
統
治
地
域
）
を
撤
廃
す
る
代
り
に
、
一
応
、
面
里
制
度
を
採
用
し
た
。
『
経
国
大
典
』

巻
二
戸
典
戸
籍
…
条
に
、

　
京
外
、
以
五
戸
為
一
統
、
学
統
主
、
外
則
毎
五
統
、
有
里
正
、
毎
一
面
、
有
勧
農
官
（
地
戸
田
則
蚤
加
）
、
京
則
毎
一
書
、
有
管
領
、

と
あ
る
規
定
に
よ
れ
ば
、
五
戸
を
一
統
に
（
い
わ
ゆ
る
「
五
家
作
統
法
」
）
、
五
統
を
一
里
に
、
そ
し
て
田
力
処
の
里
を
合
せ
て
函
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
統
主
・
里
正
・
勧
農
官
が
匿
か
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
正
祖
十
三
年
己
酉
式
年
の
『
戸
口
総
数
』
に
よ
る
と
、
当
時
の
慶
尚
道
七
一
官
の
も
と
に
は
、
面
が
八
一
九
二
十
、
里
が
八
、
七
六

〇
力
碁
と
あ
っ
て
、
平
均
的
に
一
郡
県
当
り
十
余
面
、
又
、
一
面
当
り
十
余
田
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
実
際
、
そ
の
面
・
里
の
数
は
郡
県
に

よ
っ
て
同
級
の
郡
・
県
で
あ
っ
て
も
大
き
な
隔
差
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
郡
よ
り
下
級
の
県
が
、
都
多
重
よ
り
下
級
の
郡
が
上
級
の
前
者
よ

り
も
は
る
か
に
多
い
面
や
里
を
も
っ
て
い
る
例
す
ら
み
ら
れ
る
。
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即
ち
、
忌
数
が
各
官
に
よ
っ
て
、
里
数
が
各
面
に
よ
っ
て
三
、
四
力
点
か
ら
三
十
余
力
処
に
至
る
ま
で
大
き
く
違
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
た

こ
と
は
、
当
時
の
面
や
里
が
い
か
に
不
斉
合
な
行
政
単
位
で
あ
り
、
又
、
い
か
に
平
準
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
る
。
こ
れ
は
、

当
時
の
戸
は
全
部
自
然
戸
か
ら
な
っ
て
お
り
、
面
以
下
の
里
・
洞
・
社
・
村
の
場
合
も
実
の
と
こ
ろ
自
然
村
に
何
ら
か
の
行
政
的
修
正
を
加
え

ず
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
を
行
政
層
と
し
て
編
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
面
の
場
合
も
、
『
輿
地
図
書
』
（
英
祖
三
十
五
年
）

の
坊
里
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
然
村
の
数
訟
訴
を
合
せ
た
地
域
単
位
で
、
そ
の
多
く
は
各
郡
漿
の
官
府
を
中
心
に
し
て
四
方
に
分
散
さ

れ
、
東
面
・
西
面
・
南
面
・
北
面
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
お
、
初
期
の
『
世
宗
実
録
地
理
誌
』
又
は
後
期
の
『
輿
地
図

書
』
に
至
る
諸
邑
誌
に
は
、
郡
県
ご
と
に
の
み
田
結
・
戸
口
数
及
び
そ
れ
に
応
じ
て
賦
課
す
る
田
税
・
貢
賦
・
軍
丁
の
定
額
が
明
示
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
些
時
の
貢
納
綱
的
収
取
体
系
は
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
李
朝
国
家
は
郡
県
を
収
取
単
位
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
最
後
ま
で
村
落
を
賦
課
単
位
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
郡
県
以
下
の
村
落
を
郡
県
の
よ
う
に
行
政
区
顧
化
し
て
把
握
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り

も
、
別
個
の
存
在
た
る
農
民
の
作
り
出
し
た
自
然
的
な
村
落
を
、
生
産
及
び
自
治
活
動
に
直
接
干
与
せ
ず
外
か
ら
利
用
し
、
郡
県
支
配
の
紺
象

と
し
て
そ
の
行
政
的
傘
下
に
編
入
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
っ
た
。
自
然
村
を
あ
り
の
ま
ま
行
政
村
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
初
期
の
郡
県
制
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

支
配
に
お
け
る
基
本
的
特
質
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
末
期
に
認
る
ま
で
も
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
郡
県
制
的
支
配
が
柑
落
内
部
で
の
生
産
及
び
自
治
活
動
に
は
直
接
に
干
与
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
初
期
の
実
録
記

事
の
中
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
「
…
其
轟
轟
、
勧
農
之
要
、
在
築
堤
堰
、
守
令
皆
帯
勧
農
之
職
、
不
急
乎
此
堤
堰
者
、
所
以
備

早
源
也
、
乞
下
令
州
・
府
・
郡
・
県
、
択
其
郷
閑
良
官
廉
幹
者
、
定
為
勧
農
官
」
（
太
祖
実
録
四
年
六
月
辛
酉
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
堤
堰
・
灌
概

な
ど
を
管
理
す
る
勧
農
職
は
本
来
、
地
方
守
令
の
職
務
と
な
っ
て
い
た
が
、
国
初
か
ら
在
郷
の
閑
良
品
官
に
置
き
替
ら
れ
、
面
単
位
の
行
政
が

ま
か
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
　
「
…
今
後
各
官
里
正
長
、
択
差
有
職
有
識
者
、
常
霊
告
其
教
」
（
枇
宗
実
録
二
十
年
三
月
戊
戌
条
）
と
あ
っ
て
、
里
門

も
村
の
有
職
有
識
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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他
方
、
面
や
里
の
支
配
権
が
郷
村
の
「
閑
良
品
官
」
・
「
有
職
有
識
者
」
な
ど
と
い
う
新
た
な
階
層
に
よ
っ
て
握
ら
れ
た
こ
と
は
、
高
麗
時
代

か
ら
の
旧
い
村
落
秩
序
及
び
構
成
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
高
麗
朝
の
郷
村
社
会
は
ま
ず
そ
の
構
成
分

子
と
し
て
の
個
々
の
自
然
村
が
ま
だ
独
自
の
生
産
的
又
は
自
治
的
機
能
を
遂
行
す
る
程
の
規
模
や
集
団
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
幾
つ
か
の
自
然
村

を
舎
せ
た
一
定
の
地
域
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
数
力
処
か
ら
な
る
織
豊
は
県
に
そ
の
地
盤
を
も
つ
村
落
秩
序
、
と
り
わ
け
、
一
種
の
祀
仏
行

事
を
行
な
う
「
香
徒
」
と
い
う
共
同
体
的
組
織
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
又
、
そ
れ
を
主
宰
す
る
土
豪
的
郷
吏
－
一
地
域
柑
は
大
小
の
長
吏
、
郡

県
は
こ
れ
ら
が
集
ま
り
最
高
職
の
「
戸
長
」
を
中
心
に
し
て
運
営
す
る
「
郡
司
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
長
吏
自
治
機
構
i
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

　
　
②

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
村
落
構
成
は
高
麗
初
か
ら
姓
氏
が
一
般
民
間
に
広
く
普
及
し
て
い
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
高
麗
中
期
ま
で
も
血
縁
的
紐
帯
に

よ
る
氏
族
（
踊
同
姓
）
共
同
体
か
ら
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
土
地
私
有
を
そ
の
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
な
く
、
学
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

子
を
以
て
代
表
さ
れ
る
共
同
所
有
、
そ
し
て
共
同
体
の
成
員
で
あ
る
こ
と
が
土
地
領
有
の
前
提
と
な
る
上
、
氏
族
成
員
糧
互
の
交
渉
に
よ
っ
て

共
同
社
会
の
必
要
と
そ
の
名
誉
な
ど
の
た
め
に
共
有
の
本
拠
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
香
徒
組

織
の
挙
郡
（
県
）
的
性
格
及
び
属
郡
・
県
・
郷
・
所
・
部
曲
な
ど
に
み
ら
れ
る
高
麗
郡
県
制
の
特
徴
が
戸
口
や
耕
地
面
積
に
そ
の
基
準
を
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

合
理
的
な
行
政
的
編
成
で
な
く
、
専
ら
住
民
の
身
分
差
を
重
視
し
た
階
層
的
編
成
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
当
時
の
氏
族
共
同
体
に
よ

る
時
代
的
産
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
高
麗
後
期
か
ら
の
一
運
の
社
会
経
済
的
変
革
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
農
荘
重
の
発
達
は
、
氏
族
共
同
体
に
よ
る
土
地
共
有
を
止
揚
し
、

土
地
の
個
別
的
所
有
を
促
進
し
て
い
く
。
と
い
う
よ
り
も
多
く
の
氏
族
集
団
は
最
初
の
本
拠
地
か
ら
離
れ
て
よ
そ
の
土
地
を
占
翻
し
、
又
、
各

成
員
の
財
産
が
事
実
上
共
同
労
働
に
よ
っ
て
の
み
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
て
、
旧
来
の
自
然
発
生
的
な
姓
氏
集
団
の
性
格
も
薄
ら
ぎ
、

そ
の
土
地
共
有
を
そ
れ
以
上
維
持
し
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
農
荘
の
発
生
は
本
質
的
に
彼
ら
に
新
し
い
労
働
条
件
を
与
え
る

き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
の
個
別
的
経
営
が
成
立
す
る
条
件
が
熟
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
結
果
、
李
朝
初
に
は
も
は
や
嫡
長
子
稻
続
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
土
地
共
有
は
解
体
さ
れ
る
と
同
時
に
、
　
『
科
田
法
』
に
は
土
地
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⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
分
劉
相
続
が
定
め
ら
れ
、
又
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
墨
黒
的
占
麿
や
経
営
も
次
第
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
他
方
、
香
徒
の
場
合
は
挙
郡
（
県
）
的
な
規
模
で
行
な
う
祀
仏
団
体
と
し
て
の
性
格
を
棄
て
、
山
川
神
∴
例
解
神
な
ど
の
た
め
に
祭
る
祀
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

香
徒
に
変
り
、
又
、
そ
の
範
囲
も
李
朝
初
に
は
「
里
」
と
い
う
独
自
の
村
名
を
も
つ
程
ま
で
に
成
長
し
た
自
然
村
に
限
る
も
の
と
な
っ
た
。
し

か
も
初
期
郡
県
制
の
合
理
的
改
編
と
は
ま
ず
準
賎
民
集
団
で
あ
る
部
曲
・
郷
・
所
ら
の
住
民
を
郡
県
民
（
或
い
は
良
民
）
に
す
る
と
と
も
に
、

高
麗
農
荘
制
の
地
盤
た
る
広
大
な
私
田
を
抑
綱
し
て
公
田
の
拡
張
を
図
る
科
田
法
の
実
施
に
当
っ
て
、
旧
来
の
去
冬
共
同
体
の
崩
壊
に
よ
り
分

解
さ
れ
、
農
荘
内
部
に
吸
収
さ
れ
た
氏
族
成
員
、
即
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
圧
良
為
賎
」
者
や
荘
客
・
処
干
ら
の
翌
翌
碑
群
も
溝
型
弁
難
事
業
・
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

方
徒
士
及
び
屯
田
策
な
ど
を
通
じ
て
一
般
の
民
戸
（
良
民
）
に
再
編
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
政
策
は
土
地
兼

併
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
発
生
及
び
自
立
し
え
な
い
零
細
農
の
流
離
を
防
ぎ
、
よ
り
多
く
の
担
税
能
力
の
あ
る
封
建
的
小
農
民
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
中
央
集
権
的
収
取
体
系
の
確
立
の
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
前
提
条
件
で
も
あ
っ
た
。
い
う
な
ら
ば
、
貢
納
制
の
も
と
で
の
良
民
化
皿

小
農
化
政
策
を
意
図
し
た
郡
県
の
改
編
は
ま
た
、
当
時
の
土
地
経
営
上
に
も
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
主
に
奴
碑
や
準
賎
艮
集
団
の
隷
属
的
労

働
力
に
依
存
し
て
い
る
農
荘
な
ど
の
よ
う
な
大
規
模
経
営
の
発
達
を
大
き
く
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
当
時
の
農
業
生
産
力

の
水
準
か
ら
み
て
多
く
の
奴
碑
労
働
を
抱
え
た
大
規
模
経
営
を
行
な
う
よ
り
も
独
立
の
小
農
民
経
営
に
も
と
つ
く
、
い
わ
ば
「
並
作
半
収
」
制

を
用
い
る
方
が
有
利
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
も
あ
る
。

　
実
際
、
李
朝
初
か
ら
農
荘
制
の
内
部
に
は
も
は
や
並
製
鰯
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
給
養
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
奴
碑
的
労
働
力
ば
か
り

を
利
用
す
る
大
経
営
の
発
展
に
は
自
ら
限
界
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
半
面
、
郡
県
民
（
良
民
）
に
編
成
さ
れ
た
多
く
の
小
皿
民
は
各
々
自
己
分
担
の
耕
地
に
で
き
る
だ
け
の
労
働
量
を
投
下
し
て
集
約
的
な

個
別
経
営
を
行
う
こ
と
が
次
第
に
可
能
と
な
っ
た
こ
の
よ
う
に
初
期
の
郡
県
制
改
編
と
い
う
事
柄
の
中
に
も
、
独
立
の
小
農
民
経
営
を
促
進
す

る
一
つ
の
条
件
が
見
出
さ
れ
る
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
小
農
民
は
郡
梁
以
下
の
面
・
里
に
形
成
さ
れ
る
新
た
な
村
落
の
構
成
員
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
再
生
産
を
安
定
し
て
、

28 （660）



又
、
ど
の
よ
う
な
郷
村
秩
序
1
一
再
組
織
さ
れ
る
共
同
体
的
関
係
i
の
も
と
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

　
〔
2
〕
　
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
農
民
の
存
在
形
態
を
、
　
『
世
帯
実
録
地
理
志
』
姓
氏
条
の
分
析
を
通
じ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
同
地
理

志
に
は
「
土
蔵
」
∴
来
姓
」
・
「
続
姓
」
・
「
亡
姓
」
・
「
同
姓
」
∴
入
同
姓
」
・
「
村
落
姓
」
・
「
部
曲
姓
」
な
ど
、
多
数
の
姓
氏
種
鼠
が
み
ら
れ
る
が
、

（eel）

種
目
郡

県
別

郡
県

土
姓
＝
丁
霊

来
姓
一
八
七

続
竺
茜

計
愛
染

属
県
可
郷
…

天
主
五
入

三
六
一
五

ゴ
毛
τ
孟

一
三
酒
湯
九
八

計
五
八
○

｝
二
八

一
四
六

八
五
四

＊注・ほかに，亡姓16・二

二28・賜姓4・投込姓3・

百姓姓4・人吏性1・次子

　2がみられる。
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あ
る
村
に
定
着
し
て
い
た
姓
氏
集
団
と
し
て
、
そ
の
村
が
所
属
し
て
い
る
郡
県
の
姓
氏
条
に
登
録
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
子
孫
は
彼
ら
の
実
際
の
居
住
地
に
関
係
な
く
、
原
則
と
し
て
は
同
じ
種
族
（
肌
同
姓
）
、

い
た
。
こ
れ
が
、
い
わ
ば
《
同
姓
同
書
》
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

べ
き
再
組
織
さ
れ
た
嗣
族
集
団
で
あ
る
。

　
勿
論
、
土
姓
集
団
が
岡
姓
一
族
か
ら
な
る
点
で
は
氏
族
集
団
と
変
り
な
い
が
、
氏
族
の
場
合
の
よ
う
な
自
然
発
生
的
・
無
定
形
の
群
的
共
存

形
態
で
な
く
、
基
本
的
に
地
方
を
郡
・
県
や
属
県
な
ど
に
区
分
す
る
の
に
悉
く
対
応
し
て
お
り
、
血
縁
関
係
に
お
い
て
も
親
等
的
組
織
と
し
て

　
　
　
　
⑨

親
子
関
係
数
（
世
代
数
の
算
定
に
よ
る
血
縁
関
係
一
出
自
関
係
の
遠
近
親
疎
一
）
に
よ
っ
て
階
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
集
団
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
土
姓
は
同
地
理
志
の
記
録
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
高
麗
郡
県
の
支
配
姓
氏
集
団
で
あ
る
「
警
吏
姓
」
・
「
百
姓
姓
」
よ
り
分
化
・
上
昇
し

た
、
李
朝
時
代
の
士
族
姓
で
あ
る
。
同
地
理
志
に
も
人
吏
姓
・
百
姓
読
に
つ
い
て
の
記
録
は
も
は
や
多
く
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
南
原
・
福
興

等
地
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
南
原
都
護
府
の
姓
氏
条
に
記
さ
れ
て
い
る
十
四
姓
氏
の
な
か
に
は
土
倉
が
十
一
姓
あ

る
が
、
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
人
吏
姓
三
（
梁
・
郵
・
晋
）
、
百
姓
姓
八
（
サ
・
楊
・
藪
・
皇
甫
・
廉
・
裟
・
柳
・
黄
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
主
要
な
姓
氏
は
ま
ず
「
土
姓
」
と
「
続
姓
」
そ
し
て
「
来
姓
」
で
あ
る
。

と
く
に
属
県
・
部
曲
・
郷
・
所
な
ど
の
高
麗
郡
県
制
の
遺
制
が
一
番
多
く
残
存
し

て
い
る
、
「
慶
尚
道
」
の
姓
氏
条
を
種
目
鋼
に
分
類
し
て
そ
の
姓
氏
数
を
み
る
と
、

〈
表
1
＞
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
土
姓
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
郡
県
整
備
が
ほ
ぼ
完
了
す
る
当
時
に
は
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
土
姓
集
団
の
成
員
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
、
同
じ
地
域
（
－
本
貫
）
に
と
ど
ま
っ
て

　
　
高
麗
前
期
ま
で
の
氏
族
的
種
族
と
は
違
っ
て
、
む
し
ろ
地
域
的
種
族
と
い
う

29　（661）



又
、
福
興
県
（
心
血
）
の
七
面
上
に
は
ま
ず
福
海
蛍
（
－
土
姓
）
二
面
あ
る
が
、
全
部
人
瀟
瀟
（
林
・
趙
）
で
あ
り
、
残
り
の
五
姓
は
亡
姓
と

な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
凡
滅
亡
姓
、
謂
古
言
所
有
而
今
覇
者
」
（
岡
志
・
京
畿
道
広
帯
副
）
と
あ
る
よ
う
に
、
古
籍
に
は
存
在
し
た
が
、
同
地
意

志
の
当
時
に
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
姓
幾
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
人
吏
姓
二
（
萬
・
魑
）
、
百
姓
姓
三
（
李
・
廉
・
景
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
も
と
よ
り
、
　
「
人
海
レ
と
は
高
麗
朝
の
郷
吏
の
最
上
層
を
形
成
し
て
い
た
戸
長
層
を
卸
す
も
の
で
あ
り
、
又
、
　
「
百
姓
レ
は
村
長
・
村
正
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
呼
ば
れ
、
郷
吏
と
同
様
、
地
方
の
土
豪
階
級
で
中
央
宮
界
に
も
進
出
し
て
い
る
身
分
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
力
姓
と
蔚
重
織
は
高
麗
時
代

の
郡
県
及
び
部
曲
・
郷
・
所
な
ど
を
支
配
し
て
い
た
姓
氏
集
団
で
あ
っ
た
が
。
李
朝
初
に
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
旧
来
の
支
配
姓
氏
で
あ
っ
た
。

南
原
・
福
興
の
例
の
よ
う
に
、
土
姓
口
人
柱
・
百
姓
姓
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
稀
で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
残
さ
れ
て
い
た
丹
密
・
八
菖
・
巨
済

購
及
び
平
海
郡
の
場
合
に
は
、
隠
逸
姓
・
百
姓
姓
が
土
姓
と
は
別
途
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
除
い
て
は
、
こ
の
両
姓
は
全
く
発

見
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
地
理
志
の
刊
行
段
階
に
は
人
面
・
百
姓
姓
の
よ
う
な
支
配
姓
氏
集
団
は
分
解
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
土
姓
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聾
．
．

に
上
昇
し
、
残
り
は
殆
ど
そ
の
ま
ま
郷
吏
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
前
記
の
爾
原
都
国
府
姓
氏
条
に
あ
る
人
吏
姓
・
百
姓
姓
か
ら
な
る
土
姓
は
、
中
皇
朝
の
『
新
羅
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
は
全
部
「
本

府
」
姓
氏
と
記
さ
れ
て
い
る
。
人
事
姓
の
中
の
一
再
で
あ
る
梁
氏
は
、
　
「
幣
原
梁
氏
」
と
い
う
土
中
士
族
と
な
り
、
同
巡
覧
・
南
原
都
護
府
の

人
物
条
を
み
る
と
、
南
原
梁
氏
と
し
て
高
麗
末
期
の
梁
瑞
麟
は
「
宇
高
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
の
子
孫
で
あ
る
梁
誠
之
・
下
魚
石
な
ど
は
李

朝
初
期
の
中
央
高
級
官
吏
で
士
大
夫
階
層
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
例
は
李
朝
初
期
の
官
吏
層
の
中
か
ら
、
数
多
く

　
　
　
　
　
⑫

見
付
け
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
高
麗
末
の
郷
吏
が
土
豪
に
上
昇
す
る
経
路
と
し
て
は
科
挙
及
第
・
軍
功
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
が
、
や
は
り
最
も
一
般
的
方
法
は
科
挙

を
通
じ
て
で
あ
る
。

　
他
方
、
土
姓
士
族
に
上
昇
し
得
な
か
っ
た
郷
隻
は
〈
表
1
＞
に
あ
る
よ
う
に
、
例
外
な
く
「
続
姓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
又
、
続
姓
は
、

「
凡
自
他
州
来
年
、
而
本
籍
不
可
考
者
、
只
難
燃
、
或
云
続
、
或
云
属
」
（
薪
増
給
国
輿
地
勝
質
附
城
府
上
・
姓
氏
条
）
と
あ
る
に
よ
る
と
、
来
姓
・
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属
姓
と
と
も
に
他
州
か
ら
移
住
し
て
き
た
姓
氏
で
、
本
巻
を
「
本
貫
」
と
し
な
い
異
本
姓
で
あ
る
。

　
な
お
、
　
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
よ
り
約
二
十
余
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
慶
尚
道
地
理
志
』
に
は
僅
か
な
数
の
来
姓
を
除
い
て
は
下
姓
し
か
記

載
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
み
る
と
、
続
姓
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
前
後
に
新
し
く
成
立
し
た
郷
壮
麗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
大
規
模
な
李
朝
郡
県
制
の
整
備
過
程
の
な
か
で
、
郷
吏
は
従
来
統
治
者
の
地
位
か
ら
慶
さ
れ
、
地
方
宮
府
に
お
け
る
下
級
行
政
実
務

者
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
そ
の
姓
氏
も
李
朝
初
か
ら
土
窯
と
し
て
各
郡
県
で
の
支
配
姓
氏
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
「
土
星
」
と

は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
続
姓
」
と
い
う
よ
り
低
い
社
会
的
身
分
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
、
　
〈
表
1
＞
に
も
と
づ
い
て
、
当
時
、
慶
尚
道
の
各
郡
県
に
分
布
し
て
い
る
姓
氏
集
団
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
⑧
ま
ず
、
土
姓
に
つ
い
て
み
る
と
、
全
土
姓
数
の
5
7
・
8
％
が
郡
県
に
集
中
し
、
当
時
の
郡
県
に
居
住
し
て
い
る
来
姓
・
続
丁
数
の
工
倍
以

上
に
も
な
る
、
全
居
住
姓
氏
数
の
6
7
・
5
％
と
い
う
圧
倒
的
部
分
を
占
め
て
い
る
。
次
に
属
県
の
居
住
姓
残
影
の
7
1
・
9
％
を
、
部
曲
・
郷
・

所
の
居
住
姓
氏
の
5
9
・
2
％
を
各
々
占
め
、
郡
県
改
編
に
伴
な
い
各
地
に
も
土
姓
が
有
力
な
集
団
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
な
お
、
こ
の
現
象
は
の

ち
に
属
県
・
部
曲
な
ど
が
各
県
傘
下
の
面
・
里
に
編
入
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
一
層
促
進
さ
れ
る
。

　
⑮
そ
れ
に
対
し
て
郷
吏
集
団
で
あ
る
「
続
姓
」
は
、
郡
県
で
は
全
居
住
姓
数
の
1
4
・
9
％
、
属
県
で
も
1
5
・
4
％
に
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
る
が
、
未
だ
、
旧
来
の
残
存
地
区
で
あ
る
部
曲
・
郷
な
ど
で
は
そ
の
余
力
を
み
せ
、
全
体
の
3
5
・
7
％
を
も
占
め
て
い
る
。

　
⑥
こ
の
時
期
に
は
土
姓
と
違
っ
て
、
外
部
か
ら
移
住
し
て
き
た
来
姓
と
続
姓
が
占
め
る
比
率
は
、
郡
県
・
属
県
・
部
曲
な
ど
を
合
せ
て
も
全

体
の
三
割
程
度
に
し
か
到
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
土
姓
よ
り
有
力
な
立
場
を
保
っ
て
い
た
と
み
え
る
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
来
患
に
つ
い
て
は
全

く
見
当
ら
ず
、
続
姓
に
つ
い
て
の
み
、
属
県
六
、
部
曲
・
郷
・
所
十
七
力
処
ほ
ど
が
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
だ
け
を
み
て
も
、
李
朝
初
期
か

ら
各
郡
県
は
そ
れ
を
「
本
貫
」
と
す
る
土
姓
集
団
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
郡
県
以
下
の
村
落
も
主
と
し
て
こ
の
土

姓
集
団
の
形
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〔
3
〕
　
姓
氏
集
団
に
対
応
す
る
地
域
で
あ
る
「
本
貫
」
の
性
格
を
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
李
朝
後
期
の
李
重
換
の
「
択
里
志
」
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が
あ
る
。

　
自
新
羅
宋
、
通
中
国
而
始
制
姓
氏
、
然
二
面
官
爵
族
略
有
之
、
民
庶
則
皆
無
也
、
至
高
麗
、
混
＝
二
韓
、
而
始
倣
中
国
氏
族
、
領
姓
於
八
路
、

　
而
人
皆
有
姓
、
然
難
癖
姓
之
前
、
派
族
各
異
、
故
倶
択
同
論
、
蒲
為
姓
、
雪
盲
琶
劉
姓
難
問
、
不
以
為
族
、
（
同
八
域
志
四
民
総
論
よ
り
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
姓
氏
は
新
羅
末
か
ら
仕
官
士
族
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
姓
種
の
み
で
そ
の
階
級
性
を
表
わ
し
た
が
、
高
麗
時
代
に
入
る
と

庶
民
に
至
る
ま
で
普
及
し
、
同
族
で
な
く
て
も
同
姓
と
な
る
場
合
が
多
く
あ
る
の
で
、
姓
氏
に
「
本
貫
」
を
持
た
せ
る
こ
と
で
同
族
の
標
識
を

明
確
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
同
族
集
団
の
身
分
性
は
本
貫
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
姓
族
に
多
く
の
分
派

が
生
じ
た
結
果
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
階
級
的
差
異
も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
各
同
族
は
自
分
の
出
郷
地
を
以
て
本
貫
と
す
る
こ
と

で
そ
の
身
分
的
立
場
を
表
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
と
く
に
李
朝
初
に
な
る
と
、
各
地
方
が
郡
や
県
な
ど
に
悉
く
区
分
さ
れ
る
に
よ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
各
同
族
の
本
貫
は
本
格
的
に
定
着
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
の
姓
氏
に
は
「
土
姓
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
同
族
集
団
が
も
つ
姓
氏
と
本
貫
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
李
朝
末
期
に
お
け
る
同
族
村
落
の
数
は
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

的
に
約
一
万
五
千
力
処
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
中
に
、
慶
尚
道
だ
け
で
全
体
の
約
三
割
に
も
な
る
三
、
七
五
七
工
費
の
同
族
村
落

が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、
『
朝
鮮
の
姓
』
（
朝
鮮
総
督
麿
編
二
五
一
～
三
一
三
頁
）
慶
尚
道
篇
を
以
て
分
類
し
て
み
る
と
、
姓
氏
数
が
9
5
姓
で
、

そ
の
本
貫
数
は
一
六
九
力
処
で
あ
る
。
そ
の
本
貫
を
道
・
郡
県
別
に
整
理
作
成
し
て
み
る
と
、
　
〈
表
∬
〉
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

同
族
村
落
の
塞
画
地
は
、
全
体
の
約
2
％
の
村
落
が
属
県
（
廃
県
一
）
2
0
力
処
を
本
貫
と
し
て
い
る
ほ
か
に
は
、
す
べ
て
の
村
が
府
・
大
都
護

府
・
牧
・
都
護
府
・
郡
・
県
＝
二
九
力
処
の
郡
県
地
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
同
族
集
団
の
出
郷
地
及
び
中
始
祖
の
発
祥
地
を
本
貫

と
す
る
場
合
に
は
、
基
塞
的
に
当
時
の
郡
県
名
を
取
る
が
、
そ
の
中
に
は
郡
県
の
別
名
や
旧
名
を
用
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
　
「
鳶

職
」
牧
の
場
合
は
ほ
か
に
も
「
星
山
」
・
「
碧
珍
」
・
「
新
安
」
・
「
京
山
」
・
「
広
平
」
な
ど
と
い
う
郡
県
名
を
も
っ
て
お
り
、
又
、
そ
れ
ぞ
れ
同
族

の
本
貫
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
郡
県
の
昇
降
及
び
再
編
に
よ
る
郡
名
の
変
更
に
応
じ
て
、
そ
の
時
に
形
成
し
た
同
族
が
各
々
そ
れ
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〔表H〕同族村落の本貫の道及び郡県級別分布
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＊注・このほかの聴力処は郡県の特殊な別名なので確認できなかった。し

かし画数は全体の1％未満（32力村）なので問題はないと思う。郡娘等

級は「輿地図書」による。

を
本
貫
名
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
同
族
村
落
は
、
二
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
《
一
》
本
貫
名

と
現
在
地
名
（
肛
所
属
郡
県
名
）
が
同
一
で
あ
る
同
族
村
落
で
あ
り
、
《
二
》
も
う
一
つ

は
本
貫
地
か
ら
離
れ
て
現
在
地
に
定
住
し
た
同
族
村
落
で
あ
る
。
卜
者
の
例
を
慶
尚
道

の
中
に
求
め
る
と
、
全
村
数
の
1
1
・
5
％
を
占
め
る
四
三
〇
力
村
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

そ
の
中
で
も
、
安
東
で
は
同
族
村
一
八
六
の
中
で
六
一
力
村
が
安
棄
を
、
又
、
慶
州
の

＝
二
五
の
中
の
五
八
力
村
が
慶
州
を
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
と
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
河

東
の
よ
う
に
一
〇
五
力
処
の
同
族
村
の
中
に
第
一
類
型
の
村
が
一
力
処
し
か
残
っ
て
い

な
い
例
も
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
有
力
な
郡
饅
と
し
て
早
く
か
ら
設
置
さ
れ
た
大
郡
県
に

は
、
そ
れ
を
本
貫
と
す
る
同
族
村
が
多
い
し
、
又
、
本
邑
に
も
多
く
の
第
～
類
型
の
村

が
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
一
の
郡
県
の
内
に
第
一
・
第
二
の
二
つ
の
類

型
の
同
族
村
が
あ
る
場
合
、
普
通
、
薗
者
を
「
土
班
」
、
後
者
を
「
客
班
」
・
「
寓
班
レ

と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
土
班
が
初
期
に
形
成
し
た
土
姓
士
族
を
意
味
し
て
お
り
、
又
、

初
期
の
同
族
村
落
は
殆
ど
土
州
集
団
に
よ
る
第
一
類
型
の
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
地

方
で
は
土
班
の
方
は
客
班
よ
り
有
力
な
立
場
に
あ
っ
た
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て

度
々
、
外
来
し
た
同
族
集
臓
が
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
地
方
に
定
佐
し
た
場
合
、
当
地
名
を
取
っ
て
改
め
て
本
貫
と
す
る
例
す
ら
現
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
が
の
ち
の
「
同
姓
異
本
」
の
原
因
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
野
望
は
「
昌
寧
雪
氏
」
、
田
氏
は
「
潭
陽
田
氏
」
と
言
っ
た
一
本

の
姓
氏
協
単
一
本
貫
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
『
朝
鮮
の
姓
』
に
は
百
以
上
の
本
貫
名
が
報
皆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
そ
の
経
緯

が
知
ら
れ
る
。
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初
期
の
『
世
宗
実
録
地
理
志
』
か
ら
中
宗
朝
の
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
ま
で
は
そ
の
姓
氏
条
に
土
働
盛
が
圧
倒
的
な
優
位
を
示
し
て
い

る
が
、
後
期
の
筆
管
朝
の
『
輿
地
図
書
』
の
姓
氏
条
を
み
る
と
、
大
部
分
の
郡
県
に
は
「
新
増
」
し
た
移
住
姓
氏
が
大
量
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
晋
州
牧
の
姓
氏
条
に
は
、
　
『
土
蜂
』
の
と
き
ま
で
は
2
8
姓
氏
が
あ
っ
て
そ
の
内
容
は
土
姓
（
本
州
七
・
属
梁
十
四
・
廃
残
一
・
部

曲
二
）
2
4
、
続
姓
2
、
来
姓
2
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
『
輿
地
』
の
と
き
に
な
る
と
、
そ
れ
に
4
2
姓
の
外
来
姓
が
新
増
条
で
添
加
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
期
よ
り
後
期
に
到
る
と
、
第
一
類
型
よ
り
第
二
類
型
の
比
重
が
郡
県
ご
と
に
増
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
〈
表
五
〉

を
以
て
よ
り
具
体
的
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
慶
尚
道
の
場
合
、
同
族
村
落
の
本
貫
は
、
全
体
の
7
2
％
村
が
本
道
の
5
3
力
郡
県
と
1
0
手
玉
の
属

県
の
名
を
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
残
り
の
2
8
％
は
、
京
畿
道
2
5
（
の
ち
属
県
4
）
、
忠
清
道
2
2
（
の
ち
属
察
2
）
、
全
羅
道
2
0
（
の
ち
諸
県
1
）
、

江
原
道
1
1
（
の
ち
上
県
2
）
、
黄
海
道
1
6
（
の
ち
属
県
1
）
、
平
安
道
2
力
処
か
ら
な
る
書
道
の
郡
県
を
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
と
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
第
一
類
型
村
の
約
1
2
％
を
除
く
と
、
第
二
類
型
村
の
約
六
翻
は
本
道
内
か
ら
移
住
し
て
き
た
同
族
村
落
で
あ
り
、
残
り
の
三
割
が
他
道
か

ら
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
又
、
そ
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、
主
に
本
貫
地
を
求
心
点
と
し
て
近
接
し
て
い
る
郡
県
に
分
散
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
安
東
権
氏
」
の
道
内

分
布
に
つ
い
て
み
る
と
安
東
を
中
心
と
す
る
慶
尚
北
道
に
権
里
村
9
6
力
処
の
中
の
7
9
力
村
が
、
　
「
密
陽
至
聖
」
の
場
合
に
は
、
重
陽
を
中
心
と

す
る
優
尚
南
道
に
朴
茂
村
二
九
八
力
処
の
中
の
＝
ハ
尾
翼
処
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〔
4
〕
　
と
こ
ろ
で
、
同
族
の
本
貫
は
、
　
「
中
始
祖
し
の
発
祥
地
で
あ
る
の
が
常
例
で
あ
る
。
中
始
祖
と
は
当
時
の
官
僚
社
会
に
お
け
る
名
士
、

即
ち
、
大
学
者
又
は
大
政
治
家
か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
国
家
へ
の
功
績
に
よ
り
功
臣
田
や
賜
田
を
受
け
た
者
或
い
は
碩
学
巨
儒
と
し
て

あ
る
地
方
に
定
着
し
た
り
、
或
い
は
、
一
世
の
政
治
家
又
は
武
将
と
し
て
功
成
り
名
遂
げ
て
帰
郷
し
た
者
な
ど
が
同
族
村
の
中
始
祖
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
当
時
の
同
族
集
団
形
成
の
精
神
的
基
盤
で
あ
る
祖
先
崇
拝
の
観
念
が
専
ら
血
統
の
継
承
と
い
う
意
味
ば
か

り
で
な
く
、
む
し
ろ
祖
先
の
業
績
を
名
誉
謝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
深
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
観
念
的
に
は
有
力
な
同
族
に
は
有
力
な

祖
先
の
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
に
お
い
て
カ
リ
ス
マ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
人
物
が
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一
定
の
位
の
官
職
に
つ
く
資
格
を
持
つ
の
は
、
彼
が
高
貴
な
同
族
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
中
の
世
襲
的
家
格
を
も
つ
家
族
に
所
属
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
従
っ
て
、
初
期
の
土
塁
士
族
に
よ
る
同
族
集
団
は
本
質
的
に
「
宗
族
組
織
」
で
あ
っ
た
。
高
麗
末
ま
で
は
宗
法
の
施
行
範
囲
は
ご
く
一
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

士
族
に
限
ら
れ
て
お
り
、
実
際
そ
れ
も
宗
法
の
原
翔
に
沿
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
そ
し
て
世
粗
樫
に
な
っ
て
士
族
の
家
祭
儀
が
具
体
的
に
論
議
さ
れ
て
か
ら
、
一
応
、
宗
支
の
区
別
、
宗
子
の
尊
厳
及
び
宗
族
組
織
の
共
同
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

動
を
主
宰
す
る
一
門
の
長
老
と
し
て
の
宗
長
又
は
甘
子
の
権
限
な
ど
が
次
第
に
明
白
に
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
土
塗
集
団
も
よ
う
や
く
宗
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

組
織
と
し
て
の
本
格
的
活
動
を
示
し
は
じ
め
る
が
、
そ
の
主
な
内
容
を
み
る
と
、
ω
祖
先
を
祭
る
聖
廟
の
建
立
、
②
家
譜
・
族
譜
な
ど
の
編
纂
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

③
祭
位
田
及
び
異
型
な
ど
を
含
む
門
中
財
産
の
設
置
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
善
生
永
覚
の
『
朝
鮮
の
聚
落
』
㈲
に
報
告
さ
れ
て
い
る
「
著
名
同

族
村
落
」
一
、
一
三
三
力
処
の
中
で
そ
の
成
立
年
代
が
確
認
で
き
る
九
二
八
力
村
を
年
代
別
に
分
析
し
て
み
る
と
、
同
族
村
の
9
3
％
が
李
朝
に

な
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ
、
又
、
そ
の
中
の
約
九
割
は
『
家
礼
』
の
実
施
が
本
格
化
さ
れ
る
十
六
世
紀
初
以
降
か
ら
成
立
し
て
い
る
事
実
を
み
て

も
宗
法
思
想
と
同
族
組
織
と
の
密
接
な
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
。

　
即
ち
、
高
麗
末
ま
で
一
つ
の
地
方
に
共
に
住
み
つ
い
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
強
力
な
結
集
力
を
み
せ
な
か
っ
た
同
族
も
宗
法
に
従
い
、
家

廟
を
立
て
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
門
中
共
有
の
族
望
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
、
或
い
は
、
同
族
成
員
が
直
接
そ
れ
を

耕
す
こ
と
に
よ
っ
て
同
族
的
互
助
が
果
さ
れ
る
と
と
も
に
新
し
い
間
族
的
所
有
も
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
同
族
村

落
の
本
質
を
血
縁
的
関
係
に
お
い
て
の
み
捉
え
、
圃
族
成
員
の
経
済
的
な
栢
互
関
係
や
そ
の
中
で
の
階
級
支
配
を
め
ぐ
る
政
治
的
機
能
を
見
失

っ
て
は
、
当
蒋
の
同
族
結
集
の
契
機
や
そ
の
歴
史
的
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
貫
が
岡
族
の
分
支
（
派
）
の
始
源
を

明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
　
そ
の
中
始
祖
の
発
祥
地
を
以
て
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
現
実
的
に
は
門
閥
の
優
越
性
、
　
と
り
わ
け
、

両
班
士
族
の
身
分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
中
央
官
界
へ
の
進
出
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
身
分
的
特
権

－
例
え
ば
徳
役
の
免
除
な
ど
一
が
官
僚
個
人
な
い
し
は
そ
の
家
族
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
広
い
一
族
に
も
利
用
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
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⑳

あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
最
近
、
川
島
藤
也
氏
の
「
文
化
柳
氏
に
み
ら
れ
る
琉
族
の
移
動
と
そ
の
性
格
」
と
い
う
、
非
常
に
興
味
深
い
実
証
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
族
（
文
化
柳
氏
）
の
移
動
は
李
朝
初
期
に
は
科
挙
合
格
者
や
宜
吏
登
用
者
と
そ
の
子
孫
の
一
部
に
よ
っ
て
盛
行
す
る
が
、

そ
れ
は
官
僚
と
し
て
功
を
な
す
こ
と
が
土
地
の
確
保
、
拡
充
に
つ
な
が
り
、
自
ら
又
は
子
孫
は
何
ら
か
の
形
で
そ
の
土
地
に
お
も
む
き
、
管
理

し
、
或
い
は
世
襲
化
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
初
期
の
土
姓
士
族
は
王
朝
と
官
僚
体
制
に
仕
え
る
こ
と
を
最
大
の
使
命
と

し
て
認
識
し
て
い
た
し
、
逆
に
官
人
的
特
権
を
同
族
内
部
に
存
続
さ
せ
る
鼠
的
か
ら
も
、
同
族
中
の
優
秀
な
子
弟
を
後
援
し
て
科
挙
に
応
試
さ

せ
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
同
族
成
員
を
中
央
無
界
に
送
り
込
む
こ
と
が
同
族
村
の
も
つ
一
つ
の
共
同
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
で
土
姓
土
族
の
性
格
は
従
来
の
土
着
的
郷
戸
と
は
本
質
的
に
異
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
土
姓
土
族
は
何
代
を
経
て
も
一
人
の
官

吏
や
文
人
が
輩
出
さ
れ
な
い
で
身
分
的
特
権
を
確
保
で
き
な
い
と
、
社
会
的
権
威
や
経
済
的
利
益
を
失
い
、
そ
の
集
団
は
次
第
に
滅
び
て
い
く
。

こ
の
こ
と
に
お
い
て
土
姓
士
族
と
官
僚
制
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
各
地
理
志
の
姓
氏
と
人
物
条
な
ど
を
通
じ
て
こ
の
傾
向
を
検
討
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
晋
州
の
場
合
に
つ
い

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
⑥
『
朝
鮮
の
姓
』
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
六
〇
の
同
姓
同
ホ
が
二
一
六
力
村
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
ま
ず
、
㈹

『
世
宗
実
録
地
理
志
』
か
ら
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
ま
で
の
姓
氏
条
に
載
っ
て
い
る
土
姓
と
し
て
は
、
　
「
晋
郵
亭
氏
」
2
6
（
本
貫
名
で
は
晋

州
1
1
・
晋
陽
1
4
・
晋
域
1
）
、
「
晋
州
河
氏
」
1
0
（
晋
州
3
・
晋
陽
7
）
、
「
晋
州
鄭
残
」
1
3
（
晋
州
4
・
越
州
9
）
力
村
が
み
え
る
。
次
に
、
⑧

『
輿
地
図
書
』
の
当
時
ま
で
の
新
増
姓
氏
条
に
記
し
て
あ
る
外
来
性
の
中
か
ら
二
二
の
同
姓
臨
本
が
約
八
○
力
村
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て

残
り
の
三
十
余
力
村
は
ほ
か
の
三
四
の
同
姓
同
本
か
ら
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
世
宗
朝
前
後
か
ら
の
土
姓
士
族
の
中
で
末
期
ま
で
同
族
村
を
確
保
し
て
拡
張
し
つ
づ
け
た
姓
馬
は
、
前
記
の
姜
・
河
・
鄭
薦
の
三

鷹
し
か
な
く
、
ほ
か
の
土
姓
、
と
く
に
藩
州
牧
傘
下
の
属
県
・
部
曲
名
を
本
貫
と
し
た
姓
氏
は
『
朝
鮮
の
姓
』
の
報
告
に
は
～
つ
も
見
当
ら
な

い
。
そ
れ
よ
り
中
館
朝
か
ら
移
っ
て
き
た
諸
姓
氏
は
そ
の
半
数
ほ
ど
が
定
着
し
そ
の
勢
力
を
拡
張
し
て
い
た
。
勿
論
、
移
住
当
時
に
は
有
力
だ
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つ
た
『
輿
地
図
書
』
中
の
姓
氏
が
『
朝
鮮
の
姓
』
の
時
期
に
な
る
と
消
滅
し
て
い
る
例
も
少
く
な
い
。
と
も
か
く
、
世
宗
朝
か
ら
李
朝
末
期
に

至
る
ま
で
に
百
以
上
の
踏
鍬
集
団
が
出
入
り
し
、
そ
の
中
で
階
層
朝
の
頃
か
ら
は
三
つ
の
土
姓
、
　
『
輿
地
図
書
』
以
前
か
ら
は
二
十
余
姓
の
外

来
姓
が
晶
群
傘
下
の
大
部
分
の
村
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
姓
馬
の
み
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
え
た
の

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
そ
こ
で
、
　
『
輿
地
図
書
』
の
人
物
・
寓
居
条
、
　
『
嶺
南
人
物
考
』
及
び
『
国
朝
榜
目
』
な
ど
を
借
り
て
晋
州
が
輩
出
し
た
官
吏
や
文
士
を
分

類
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
国
初
か
ら
中
田
期
ま
で
は
上
記
の
河
・
鄭
・
玄
圃
の
三
姓
氏
の
出
身
者
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
、
ほ
か
に
は
晋
州
柳
氏

・
海
州
豊
平
・
杷
渓
粛
氏
か
ら
な
る
数
人
の
他
姓
出
身
者
が
み
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
中
里
朝
以
降
か
ら
は
そ
の
様
相
が
変
り
、
三
姓

属
か
ら
登
用
さ
れ
る
官
吏
数
は
初
期
に
比
べ
て
い
く
ら
か
少
く
な
る
が
、
し
か
し
長
い
間
を
置
か
ず
に
持
続
的
に
叢
出
し
て
い
る
の
が
そ
の
特

徴
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
輿
地
』
の
新
増
姓
属
条
に
載
っ
て
い
る
全
義
李
氏
、
文
化
柳
篭
、
騒
寧
成
氏
・
趙
氏
、
泰
安
朴
幾
、
威
陽
呉
茂
、

河
東
鄭
氏
な
ど
か
ら
な
る
多
く
の
外
来
姓
出
身
の
官
吏
や
文
士
の
数
が
大
幅
に
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
を
み
て
も
同
族
村
の
形
成
が
い
か
に
当
時

の
官
僚
欄
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
〔
5
〕
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
中
央
官
界
へ
の
進
出
を
全
面
的
に
志
向
す
る
土
姓
士
族
は
、
郷
村
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
地
方
的
役
割

を
担
い
、
又
、
ど
う
郷
村
構
成
員
た
る
小
農
民
経
営
を
安
定
さ
せ
、
郷
村
秩
序
を
確
立
し
て
い
た
の
か
。
即
ち
、
小
農
民
経
営
の
独
立
性
と
村

落
生
活
の
中
心
と
し
て
の
同
族
共
同
体
は
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
も
つ
生
産
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
は

何
で
あ
っ
た
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
土
姓
賢
愚
を
中
核
と
す
る
同
族
村
は
広
い
意
味
で
の
政
治
的
・
自
治
的
機
能
を
も
つ
「
村
落
共
同
体
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い

る
。
宗
規
・
洞
約
及
び
郷
約
を
き
め
、
宗
中
会
或
い
は
留
営
所
な
ど
を
設
け
、
門
長
（
郷
長
）
を
選
出
し
、
ま
た
、
守
令
及
び
郷
吏
の
不
法
行

為
に
反
対
し
、
書
院
な
ど
を
建
て
同
族
の
子
弟
を
教
育
し
、
な
お
且
つ
、
同
門
を
集
め
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
政
治
問
題
に
対
し
て
は
、
い
わ

ば
儒
林
組
織
な
ど
を
形
成
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
躍
層
で
、
と
く
に
「
留
郷
所
」
・
「
急
騰
」
・
「
書
院
」
な
ど
の
検
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討
を
通
じ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
れ
よ
り
も
同
族
共
同
体
は
一
つ
の
支
配
団
体
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
地
代
徴
収
の
よ
う
な
搾
取
関
係
を
代
行
し
、
ま
た
、
郷

村
構
成
員
の
不
平
等
的
身
分
秩
序
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
注
思
し
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
李
朝
初
期
の
農

民
は
つ
ね
に
内
部
に
多
様
の
階
層
と
身
分
を
含
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
内
部
制
度
化
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
い
わ
ゆ
る
村
落
自
治

を
形
成
す
る
の
が
、
土
姓
士
族
に
よ
る
同
族
共
同
体
の
政
治
的
機
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
機
能
は
勿
論
、
一
定
の
生
産
的
機
能
に
そ
の
地
盤
を
も
っ
て
い
る
。
同
族
共
同
体
に
は
ま
ず
、
共
有
地
や
山
林
・
水
利
施
設
の
共
同
管

理
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
共
同
労
働
組
織
に
よ
る
一
定
の
耕
作
規
欄
も
行
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
す
べ
て
に
わ
た
っ

て
全
村
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
山
林
の
、
あ
る
い
は
水
利
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
家
父
長
制
的
及
び
同
里
的
共
同
組
織
が

主
に
「
契
」
を
通
じ
て
大
小
様
々
な
単
位
組
織
と
し
て
重
複
し
な
が
ら
存
在
し
、
し
ば
し
ば
、
全
村
的
規
模
の
地
域
的
共
同
組
織
も
あ
る
、
と

い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
同
族
共
同
体
は
そ
れ
ら
の
諸
生
産
組
織
が
適
当
な
地
域
的
広
が
り
と
し
て
ま
と
ま
る
範
囲
で
、
そ
れ
ら

の
集
結
体
と
し
て
と
き
に
は
調
整
の
役
割
を
担
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
と
く
に
共
有
山
林
・
水
利
な
ど
の
共
同
組
織
と
雷
っ
て
も
高
麗
前
期
に

お
け
る
集
団
的
所
有
の
単
な
る
名
残
り
で
は
な
い
。

　
李
朝
初
期
以
降
の
同
族
共
同
体
は
ま
ず
、
　
「
私
有
」
一
地
主
の
土
地
に
対
す
る
所
宿
悪
、
農
民
の
土
地
耕
作
そ
の
他
の
用
益
権
、
農
具
・

家
屋
そ
の
他
の
所
有
権
な
ど
と
し
て
現
わ
れ
る
財
産
の
私
有
1
が
、
す
べ
て
の
共
有
関
係
を
規
製
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
共
同
漏
は
そ
の

商
提
の
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
私
有
及
び
私
約
占
有
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
小
経
営
が
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
や
再
生
産
を
存
続
し

て
い
く
た
め
の
補
足
物
と
し
て
、
共
同
組
織
な
い
し
村
落
共
象
棋
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
為
、
共
同
体
は
成
員
の
小
経
営
が
自
給
し
て
い

け
る
よ
う
に
応
急
的
な
相
互
扶
助
の
機
能
を
常
に
優
先
さ
せ
て
お
り
、
実
際
、
そ
れ
が
薄
煙
、
洞
契
及
び
黒
糖
の
最
大
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。

一
挙
で
い
え
ば
、
同
族
共
同
体
は
、
小
農
民
経
営
の
再
生
産
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
当
時
の
生
産
手
段
と
労
働
条
件
を
保
証
し
、
よ
う
と
す

る
、
い
わ
ば
、
初
期
か
ら
支
配
的
生
産
関
係
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
土
地
私
有
に
基
づ
く
並
作
湖
経
営
を
そ
の
経
済
的
本
質
と
し
、
又
、
そ
れ
に
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対
応
す
る
政
治
的
－
一
つ
の
支
配
機
構
と
し
て
の
1
役
割
の
ゆ
え
に
、
そ
の
共
同
体
成
立
の
起
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

稿
「
李
朝
に
お
け
る
同
族
共
同
体
の
歴
史
的
性
格
」
（
農
林
業
問
題
研
究
第
三
五
号
一
九
七
三
・
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
　
例
え
ば
、
英
祖
朝
の
郷
寿
垣
が
、
豪
時
の
廻
章
制
度
を
中
圏
の
鍵
甲
制
に
比
べ

　
な
が
ら
、
　
「
編
里
之
髄
、
自
癒
貞
観
葡
始
、
至
今
遵
用
、
而
答
東
昧
不
知
、
徒
以

　
一
大
村
為
里
、
何
能
美
査
春
雪
」
（
『
迂
書
』
第
六
冊
論
戸
口
格
式
条
）
と
指
摘
し

　
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

②
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
羅
南
善
の
『
故
事
通
』
、
李
佑
成
「
麗
代
百
姓
考
」
（
歴
史

　
学
報
1
4
一
九
六
一
年
）
、
武
田
幸
男
」
「
二
子
二
五
履
石
塔
造
成
形
止
記
の
研
究
」

　
（
朝
鮮
学
報
2
5
一
九
六
一
一
年
）
、
李
叢
薄
ユ
韻
泉
開
心
寺
石
塔
記
の
分
析
」
（
歴
史

　
学
報
五
三
・
五
四
合
輯
号
・
一
九
七
二
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

③
　
旗
曝
鋭
「
高
麗
に
於
け
る
土
地
の
嫡
長
子
相
続
と
奴
碑
の
子
女
均
分
相
続
」
（
東

　
洋
文
化
第
二
十
二
号
・
一
九
五
七
年
）

④
　
詳
し
く
は
、
画
龍
徳
「
郷
・
所
・
露
量
孜
」
　
（
白
楽
濤
博
士
還
甲
紀
念
・
國
学

　
論
叢
～
九
五
四
年
）
又
は
、
旗
田
「
高
麗
時
代
の
賎
民
千
度
『
部
曲
臨
に
つ
い
て
」

　
（
「
湘
由
博
士
還
黙
認
念
望
洋
史
論
叢
」
一
九
五
一
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
　
例
え
ば
、
番
田
法
の
条
文
に
は
、
　
「
分
父
母
田
者
、
原
器
納
品
、
朱
筆
標
注
其

　
上
臼
、
某
黒
斑
子
袋
置
所
受
、
手
飼
錆
之
、
原
巻
還
長
子
」
と
父
母
田
の
分
割
が

　
認
め
ら
れ
て
い
る
。
又
、
　
「
経
国
大
典
」
巻
五
刑
典
私
陵
条
を
参
照
。

⑥
「
高
麗
史
」
（
巻
七
八
・
食
貨
憲
一
田
制
科
闘
法
）
、
又
は
、
重
藤
哲
「
韓
国
土

　
地
制
度
史
」
（
一
九
六
五
年
）
ω
参
照
。

⑦
欝
欝
成
の
前
掲
論
文
・
李
泰
鎮
「
士
林
派
の
留
郷
所
復
立
運
動
」
（
蝋
型
学
報

　
三
十
隣
号
一
九
七
二
年
）

⑧
拙
稿
「
李
朝
初
期
に
お
け
る
並
俘
舗
成
立
の
歴
史
的
条
件
」
（
東
洋
史
研
究
三

　
十
三
巻
二
・
四
号
）

⑨
金
斗
憲
『
韓
国
家
族
制
度
研
究
』
（
一
九
六
七
年
）
…
〇
三
～
四
頁

⑳
　
金
光
沫
「
高
麗
晴
代
の
得
吏
職
」
　
（
韓
圏
史
研
究
四
）
一
九
六
九
年

拙

⑪
　
銀
翼
戒
の
前
掲
論
文
参
照

⑫
李
朝
初
期
の
名
士
で
あ
る
、
申
鶴
翼
・
歩
軍
・
勢
祥
・
金
宗
直
・
歩
孝
孫
な
ど
、

　
高
麗
末
の
郷
吏
（
又
は
百
姓
）
家
門
出
身
者
が
多
く
み
ら
れ
る
。

⑬
　
善
生
永
助
「
覇
鮮
の
聚
落
」
（
後
）
（
朝
鮮
総
督
府
編
調
査
資
料
第
四
十
～
輯
・

　
生
活
状
態
調
査
其
八
）
　
～
九
三
五
年

⑭
　
　
『
文
献
備
考
』
薫
製
三
十
三
・
私
祭
礼

⑮
『
世
宗
実
録
』
十
年
九
月
癸
亥
条

⑯
　
金
斗
憲
の
前
掲
雷
又
は
稲
葉
岩
吉
「
細
末
鮮
初
に
於
け
る
家
礼
伝
来
及
其
意

　
義
」
（
盟
卒
論
学
帽
2
3
一
九
三
六
年
）
な
ど
を
参
昭
韻

⑰
「
奈
済
臣
日
、
邸
圃
隠
鷹
墓
側
立
家
書
手
後
、
三
朝
士
族
無
効
之
、
而
圏
初
家

　
簡
猶
未
盛
、
警
護
己
卯
諸
賢
申
正
世
道
、
而
為
士
家
者
、
無
不
立
崩
云
」
　
（
文
献

　
備
考
礼
考
三
十
三
私
祭
礼
）

⑱
例
え
ば
、
文
化
柳
氏
忠
景
公
派
譜
序
に
、
「
岡
姓
同
歯
、
是
知
百
世
敦
親
之
義
、

　
則
豊
宣
以
世
疎
族
繁
、
分
派
為
異
譜
也
哉
…
今
黒
帯
景
公
劇
中
始
祖
、
合
録
其
子

　
孫
、
別
為
一
譜
…
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
族
譜
の
性
格
の
一
端
が
窺
わ

　
れ
る
。

⑲
「
其
専
供
薦
亨
者
、
則
日
祭
団
、
目
深
貧
乏
者
、
日
義
闘
、
皆
族
産
也
」
（
桂
林

　
張
氏
家
乗
族
産
条
）

⑳
　
騒
初
か
ら
李
朝
権
力
は
、
箔
役
考
の
整
備
の
た
め
に
壮
丁
の
本
貫
詐
称
を
禁
じ
、

　
又
、
科
挙
応
試
者
に
は
必
ら
ず
本
貫
及
び
四
代
祖
の
名
を
記
し
て
甲
虫
に
提
出
す

　
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
戸
籍
の
様
式
に
は
士
庶
を
と
わ
ず
、
本
人
及

　
び
そ
の
妻
の
本
貫
と
四
代
祖
を
記
載
す
る
こ
と
が
法
今
化
し
た
。
（
『
経
国
大
典
』

　
三
礼
典
戸
口
条
）

⑳
　
翻
制
彫
工
†
報
第
7
0
輯
（
一
九
レ
㌔
四
・
一
）
、
　
バ
ー
礎
ハ
ー
ド
結
く
・
即
滅
山
凧
図
月
齢
館
期
耶
川
蔵
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の
文
化
蟹
玉
世
譜
（
一
八
〇
三
年
序
文
丁
墨
譜
＝
十
七
巻
）

的
研
究
で
あ
る
。

を
資
料
と
し
た
実
証

＠
　
後
期
の
正
祖
蒔
に
、
察
弘
遠
な
ど
の
十
受
入
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
嶺
南
（
慶
尚

道
）
鵬
身
人
物
六
五
五
名
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
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二
、
初
期
の
留
郷
所
設
置
の
社
会
的
背
景

　
〔
1
〕
　
最
初
の
留
郷
所
に
つ
い
て
の
記
録
と
し
て
は
、
太
宗
実
録
六
年
六
月
丁
已
条
に
、

　
州
府
郡
県
、
各
論
守
令
、
郷
悪
好
事
之
徒
、
置
留
郷
所
、
無
婦
警
聚
、
講
殿
町
令
、
進
退
人
物
、
侵
漁
百
姓
、
甚
於
郷
吏
、
落
飾
革
虫
、
以

　
除
積
弊
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
国
初
か
ら
す
で
に
各
郡
県
に
は
在
郷
器
官
の
集
合
体
と
し
て
青
郷
所
が
設
け
ら
れ
、
守
令
の
権
威
を
殿
損
し
、

前
朝
の
郷
吏
と
同
様
、
郷
民
を
討
論
す
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
の
革
罷
が
七
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
即
ち
、
こ
の
国
初
の
留
学
所
は
そ
の
社
会
的
性
格
か
ら
み
て
、
な
お
土
豪
的
性
格
が
強
く
て
、
い
う
な
ら
ば
、
高
麗
時
代
の
土
豪
的
郷
吏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

よ
る
村
落
統
治
機
構
で
あ
る
郡
司
な
ど
に
非
常
に
似
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
国
初
か
ら
し
ば
ら
く
郡
県
の
昇
降
・

統
合
の
た
め
に
そ
の
境
界
が
な
お
不
確
定
で
、
そ
れ
を
本
貫
と
す
る
上
姓
士
族
の
形
成
や
そ
れ
に
よ
る
共
同
体
的
秩
序
も
未
確
立
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
土
姓
士
族
そ
れ
自
体
が
ま
だ
高
麗
末
期
の
土
豪
郷
吏
及
び
そ
の
後
喬
で
あ
る
添
設
職
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

又
は
前
面
品
書
（
或
い
は
、
閑
良
・
留
芦
品
官
）
か
ら
な
っ
て
い
て
、
従
来
の
二
面
性
格
を
完
全
に
切
り
捨
て
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
郷
吏
集
団
に
よ
る
磁
器
的
秩
序
　
　
と
く
に
母
子
団
体
と
し
て
の
香
徒
i
－
は
自
然
村
の
成
長
と
そ
の
構
成
員
の
大
移
動
と
い
う
、
村

落
構
造
土
の
変
化
と
と
も
に
消
え
去
る
が
、
改
編
さ
れ
つ
つ
あ
る
郡
県
の
中
に
は
「
墨
」
と
い
う
行
政
単
位
と
し
て
定
着
し
た
自
然
村
を
単
位

と
し
、
と
く
に
家
礼
の
実
施
以
前
ま
で
は
各
自
の
守
護
神
の
た
め
の
精
神
団
体
と
し
て
の
香
徒
を
結
成
し
て
そ
れ
な
り
の
共
同
体
的
秩
序
が
な

お
存
続
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
国
初
か
ら
排
仏
石
偏
の
理
念
を
標
榜
し
て
い
る
李
朝
国
家
と
し
て
は
、
ま
ず
諸
般
の
祀
神
行
為
を
「
淫
祀
」
と
規
定
し
て
排
撃
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④

す
る
一
方
、
宗
法
思
想
の
普
及
に
大
き
な
力
を
注
い
だ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
と
く
に
高
麗
末
期
の
「
添
設
職
」
の
濫
用
な
ど
に
よ
っ
て
大
量
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

官
吏
へ
進
出
し
た
郷
吏
群
を
一
部
減
ら
し
た
り
、
又
は
、
郷
吏
の
士
族
と
の
身
分
的
区
別
を
よ
り
厳
し
く
す
る
な
ど
、
積
極
的
な
行
政
的
措
置

を
行
な
っ
た
。

　
即
ち
、
こ
の
時
期
に
李
朝
国
家
は
、
土
姓
士
族
ら
に
よ
る
自
律
的
な
村
落
秩
序
の
確
立
を
待
つ
こ
と
よ
り
も
、
地
方
の
守
令
に
絶
大
な
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
持
た
せ
官
権
一
辺
倒
の
統
治
体
制
を
敷
こ
う
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
前
心
界
の
赴
京
侍
衛
の
綱
度
化
や
掃
初
の
留
郷
所
の
廃
止
も
そ
の
一

つ
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
世
宗
朝
初
め
に
は
、

　
刑
曹
啓
…
且
府
野
立
県
下
告
官
吏
、
品
官
吏
民
之
告
監
司
守
令
者
、
累
世
理
之
、
知
所
告
乗
具
実
然
後
、
母
上
者
不
論
、
訴
王
者
加
罪
、
未

　
便
、
請
自
今
、
非
干
係
宗
社
及
非
法
殺
人
者
、
勿
受
、
杖
一
士
、
流
三
千
里
、
従
之
。
（
世
宗
実
録
四
年
二
月
庚
寅
条
）

と
あ
り
、
守
令
に
対
す
る
在
郷
品
々
や
郷
吏
の
対
抗
を
一
切
封
鎖
し
よ
う
と
す
る
強
力
な
立
法
措
羅
ま
で
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
措
置
は
、
当
時
の
郡
県
整
備
過
程
に
お
い
て
地
方
土
豪
勢
力
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
の
庇
護
下
で
恣
行

さ
れ
た
守
令
の
非
行
も
次
第
に
大
き
な
社
会
的
問
題
と
な
っ
た
。
実
際
、
元
初
の
守
令
ら
は
留
学
品
官
と
身
分
的
に
変
り
な
く
、
と
き
に
は
品

官
の
方
が
実
職
で
は
な
い
が
、
晶
階
上
、
守
令
よ
り
も
上
位
者
で
あ
る
場
合
や
登
科
士
類
で
な
い
守
令
す
ら
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
権
威
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

び
資
質
な
ど
の
面
に
お
い
て
非
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
国
王
直
属
の
察
訪
・
御
史
な
ど
の
監
視
官
を
派
遣
し
て
守
令
の
非
行
を
索
出
・
監
督
し
た
が
、
あ
ま
り
成
果
が
な
い
の
で
、
や

む
を
え
ず
岡
王
十
三
年
に
は
上
記
の
立
法
措
置
を
部
分
的
に
で
も
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
即
ち
、
典
令
の
「
柾
辱
父
母
」
・
「
収
奪
職
牒
」

・
「
濫
差
儲
役
」
・
「
侵
奪
民
田
」
・
「
田
地
奴
碑
誤
決
」
な
ど
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
直
訴
し
た
最
合
の
み
従
来
の
一
切
二
二
の
原
剛
を
緩
和
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
そ
れ
を
受
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
世
譜
実
録
＋
三
年
三
月
丙
子
条
）
が
、
こ
の
場
合
に
も
強
暴
の
罪
過
は
問
わ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
留
任
さ
れ
る

の
が
普
通
な
の
で
、
依
然
と
し
て
守
令
の
非
行
は
増
大
一
路
に
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
「
近
年
以
来
、
玉
算
貧
酷
、
加
鶏
肋
古
」
（
岡
十
九
年
六
月
己

未
）
と
い
う
現
状
を
打
開
す
る
た
め
に
、
つ
い
に
世
宗
二
十
九
年
に
は
こ
の
守
令
告
訴
禁
止
法
を
事
実
上
廃
止
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
同
二
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十
九
年
二
月
癸
丑
）
。

　
一
方
、
こ
の
よ
う
な
世
宗
年
間
に
も
留
郷
所
が
再
び
設
置
さ
れ
る
が
、
国
初
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
　
二
、
留
郷
所
、
設
立
本
意
段
、
専
為

糾
察
悪
萸
」
（
『
郷
憲
』
第
一
巻
留
獄
所
節
電
条
世
宗
十
年
六
月
）
と
あ
り
、
主
に
郷
吏
ら
に
よ
る
守
令
及
び
朝
官
に
対
す
る
凌
蔑
行
為
を
規
欄
す
る

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
半
官
製
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
れ
に
は
、

　
晶
宮
等
不
顧
本
意
、
仮
杖
権
威
、
反
為
作
弊
、
今
後
乙
良
、
所
在
官
長
令
及
京
在
所
、
厳
加
痛
禁
（
岡
上
）

と
あ
る
よ
う
な
品
宮
作
弊
に
対
す
る
制
裁
条
項
が
強
め
ら
れ
て
い
る
う
え
、
　
「
留
郷
所
作
艶
場
防
節
目
」
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
た
。
又
、
も
し
、

彼
ら
に
よ
る
丁
令
告
訴
が
起
き
た
場
合
、
そ
の
郡
県
に
対
し
て
は
、
「
知
官
（
郡
）
以
上
降
号
、
県
官
降
為
属
県
」
（
世
宗
実
録
十
一
年
五
月
丙
辰
）

と
い
う
よ
う
な
行
政
措
澱
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
郡
県
の
格
下
げ
は
、
そ
れ
に
配
属
し
て
い
る
郷
吏
は
勿
論
、
そ
こ
を
本
貫
と
し
て
い
る

当
時
の
土
合
士
族
に
と
っ
て
は
同
族
全
体
の
威
信
と
名
誉
に
係
わ
る
重
大
事
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
土
姓
士
族
（
ロ
北
郷
喪
亡
）
か
ら
な
る

留
郷
所
の
活
動
と
は
主
と
し
て
宮
権
の
行
使
に
補
助
す
る
立
場
に
止
ま
り
、
と
き
に
は
法
令
と
結
托
し
て
そ
の
手
先
に
な
る
例
す
ら
み
ら
れ
た
。

即
ち
、
世
祖
末
頃
に
な
る
と
、
留
郷
所
が
再
び
革
罷
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
を
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
州
府
郡
県
、
各
有
望
姓
、
其
在
京
従
仕
者
、
嘗
胆
京
在
所
、
京
在
所
択
其
居
郷
土
姓
畷
明
品
官
、
為
留
郷
所
、
其
来
已
久
、
在
世
祖
朝
、
忠

　
州
民
告
其
州
守
令
、
其
時
留
郷
所
、
以
守
令
告
訴
為
不
可
、
侵
其
人
太
甚
、
乃
至
上
聞
、
以
此
罷
之
、
非
黒
総
也
、
（
成
宗
実
録
十
三
年
正
月

　
藁
卯
条
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
初
の
如
き
守
令
に
対
す
る
凌
乱
行
為
か
ら
で
な
く
、
逆
に
守
令
と
結
托
し
て
郡
県
民
を
討
索
す
る
た
め
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
結
托
が
発
展
し
て
同
町
牽
三
年
に
、

　
在
世
祖
語
、
李
施
愛
叛
乱
時
、
永
安
道
各
官
留
郷
所
品
官
、
一
難
施
愛
指
嫉
、
檀
殺
守
秘
教
授
、
故
世
祖
洞
照
其
弊
、
並
革
之
。
（
成
宗
実
録

　
十
九
年
五
月
乙
亥
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
煩
慮
愛
（
単
寧
府
使
）
の
叛
乱
に
永
安
道
各
郡
県
に
あ
る
留
郷
所
の
品
薄
ら
が
多
く
加
担
し
て
中
央
権
力
に
反
抗
す
る
例
す
ら
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発
生
し
た
の
で
、
そ
れ
以
降
、
各
地
方
の
土
姓
±
族
に
よ
る
留
郷
所
は
悉
く
撤
廃
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
〔
2
〕
　
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
李
朝
国
家
が
妾
時
の
留
郷
所
の
活
動
を
極
力
抑
謁
し
官
権
優
位
の
郷
村
政
策
を
取
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
。

　
㈹
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
時
の
李
朝
権
力
を
形
成
し
て
い
る
中
央
官
僚
層
の
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
即
ち
、
国
初
か
ら
の
中

央
宮
界
は
、
専
ら
高
麗
朝
の
旧
臣
及
び
そ
の
後
図
で
、
新
王
朝
に
な
っ
て
か
ら
は
、
「
開
国
」
・
「
冬
鳥
」
・
「
佐
命
」
功
臣
な
ど
、
樽
詰
に
わ
た

る
功
臣
褒
賞
に
よ
っ
て
新
し
い
権
力
層
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
勲
旧
派
」
に
よ
り
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
ら
に
は
功
臣
策
定

や
官
職
昇
進
の
た
び
に
大
量
の
田
地
（
功
臣
田
・
鋼
賜
田
な
ど
）
と
奴
碑
が
賜
給
さ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
実
際
、
多
数
の
私
奴
碑
や
田
地

を
所
有
し
て
い
る
春
も
多
か
っ
た
か
ら
、
全
体
的
に
「
勲
旧
派
」
は
主
に
奴
碑
労
働
に
依
存
す
る
大
土
地
経
営
、
い
わ
ば
初
期
の
農
撃
墜
経
営

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
主
体
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
㈲
こ
れ
に
対
し
て
二
郷
所
の
設
立
運
動
を
推
進
し
て
い
た
在
郷
贔
官
、
つ
ま
り
、
土
倉
士
族
は
改
編
さ
れ
る
郡
県
ご
と
に
対
応
し
て
本
貫
を

定
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
定
着
し
、
そ
の
経
済
的
地
盤
を
主
に
公
田
で
の
没
落
・
零
細
農
民
（
良
民
）
の
佃
戸
経
営
を
利
用
す
る
、
い
わ
ば
並
作

制
経
営
に
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
一
方
、
身
分
上
や
そ
の
土
着
的
性
格
か
ら
み
て
、
ま
だ
、
従
来
の
郷
吏
層
と
殆
ど
区
別
し
が
た
い
側
面
を
も

ち
、
中
央
富
界
に
同
族
の
成
員
を
送
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
朝
廷
と
の
政
治
的
な
パ
イ
プ
を
保
っ
て
い
る
、
の
ち
の
「
士
林
派
」
の
よ
う
な
士

族
の
地
位
に
ま
で
は
今
一
つ
到
っ
て
い
な
い
過
渡
的
な
立
場
に
あ
っ
た
。
が
、
郷
軍
と
は
並
作
制
経
営
と
い
う
同
一
の
経
済
約
地
盤
を
も
つ
在

地
地
主
で
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。

　
他
方
で
は
、
国
初
か
ら
地
方
官
制
の
全
面
的
な
確
立
、
宗
法
組
織
と
し
て
の
同
族
村
の
成
長
な
ど
に
よ
り
、
土
窯
士
族
は
郷
村
内
部
で
の

「
来
姓
」
・
「
湿
糠
」
な
ど
か
ら
な
る
新
来
人
の
増
大
に
備
え
て
、
と
く
に
下
姓
と
な
っ
た
郡
県
郷
吏
ら
が
執
行
し
て
い
る
縄
神
行
事
を
「
淫
祀
」

と
し
て
排
斥
し
、
又
、
単
な
る
行
政
実
務
者
と
な
っ
た
郷
吏
に
鮒
す
る
身
分
的
優
越
を
誇
示
す
る
必
要
か
ら
も
、
彼
ら
を
中
心
と
す
る
郷
村
秩

序
、
一
つ
の
新
し
い
支
配
機
構
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
、
土
姓
士
族
に
よ
る
留
郷
所
の
本
来
の
姿
が
あ
っ
た
は
ず
だ
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が
、
国
初
か
ら
度
々
、
中
郷
所
は
土
龍
士
族
の
土
着
的
一
在
地
地
主
的
一
性
格
の
た
め
に
勲
旧
派
か
ら
な
る
中
央
権
力
に
よ
っ
て
廃
止
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
士
族
身
分
の
確
立
よ
り
も
在
地
地
主
的
の
性
格
が
勲
旧
派
に
と
っ
て
は
常
に
危
険
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
殊
に
世

祖
朝
に
な
っ
て
留
郷
所
が
士
族
階
級
の
利
益
の
必
要
性
か
ら
官
権
に
い
か
に
密
着
し
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
は
、
農
荘
制
と
愚
作
制
と
い
う
柑

異
な
る
経
済
的
地
盤
か
ら
く
る
対
立
関
係
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
し
ま
う
例
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
関
係
は
、
な
に
よ

り
も
国
初
か
ら
李
朝
権
力
に
よ
っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
た
「
野
作
制
禁
止
令
」
に
最
も
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
「
在
外
最
官
・

一
命
、
有
職
占
良
民
者
、
限
今
年
十
月
、
許
令
自
首
、
坐
業
免
罪
、
過
期
不
首
、
為
人
所
異
者
、
坐
以
重
罪
」
（
定
宗
実
録
二
年
七
月
乙
丑
条
）
、

「
品
品
軍
吏
、
広
占
土
田
、
野
景
流
亡
、
罫
書
半
弓
…
：
二
行
禁
断
」
（
太
宗
実
録
六
年
十
一
月
己
卯
条
）
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
地
方
の
晶
官
は
郷

吏
と
と
も
に
良
民
を
影
占
・
容
隠
し
て
並
作
制
経
営
を
行
う
こ
と
を
早
く
か
ら
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
が
知
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
李
朝
初
期
に
お
い
て
は
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
生
産
関
係
－
…
1
即
ち
、
一
つ
は
、
貴
族
・
中
央
官
僚
と
奴
碑
と
の
間
の
「
農
荘
制

的
生
産
関
係
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
地
方
の
土
姓
士
族
や
郷
吏
な
ど
か
ら
な
る
在
地
地
主
層
と
佃
戸
と
の
間
の
「
並
作
制
的
生
産
関
係
翫
で

あ
る
。
一
が
存
在
し
、
す
く
な
く
と
も
国
初
か
ら
し
ば
ら
く
は
前
里
の
関
係
が
支
配
的
で
、
並
作
制
が
従
属
的
な
相
互
の
関
係
か
ら
次
第
に

段
階
を
追
っ
て
両
者
の
内
実
と
相
互
関
係
が
変
化
し
な
が
ら
も
、
こ
の
二
つ
の
関
係
が
時
期
に
よ
り
地
域
に
よ
り
様
々
な
形
態
を
示
し
つ
つ
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
初
期
社
会
に
お
け
る
政
治
的
動
向
の
土
台
を
形
成
し
て
い
た
。
留
墨
池
の
復
立
間
題
は
ま
ず
、
並
作
劇
的
経
営
の
進
展
、
そ
し
て
そ
れ
に

基
礎
づ
け
ら
れ
る
土
姓
士
族
の
中
央
官
界
へ
の
進
出
と
い
う
、
新
し
い
段
階
に
到
る
ま
で
待
つ
し
が
な
か
っ
た
し
、
そ
の
間
、
郷
村
秩
序
は
官

権
一
辺
倒
的
な
政
策
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
〔
3
〕
　
並
富
麗
禁
止
は
世
祖
朝
か
ら
部
分
約
に
解
除
さ
れ
る
が
、
つ
い
に
容
宗
元
年
に
は
国
家
自
ら
国
屯
田
に
並
作
制
を
用
い
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
完
全
に
合
法
的
か
つ
支
配
的
な
生
産
関
係
と
し
て
確
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
地
方
の
土
姓
士
族
が
い
わ
ば
金
宗
直
一
派
を
中
心
に
し
て
大
挙
し

て
中
央
官
界
に
進
出
し
た
の
は
そ
の
数
年
後
の
異
宗
朝
で
あ
り
、
留
郷
所
の
復
立
運
動
が
再
開
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
軍
立
運

動
は
勿
論
、
世
祖
末
に
廃
止
さ
れ
た
黒
藻
所
を
復
活
さ
せ
る
の
に
そ
の
目
的
が
あ
る
が
、
と
く
に
金
宗
直
一
派
の
留
郷
所
に
対
す
る
提
議
は
も
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李朝における同族共同体の成立と郡県制（金）

は
や
旧
制
の
復
活
と
い
う
よ
り
も
、
朱
子
学
的
な
鼠
壁
教
化
策
で
あ
る
「
郷
射
」
・
「
飲
礼
」
の
実
践
を
通
じ
て
在
地
地
主
中
心
の
地
方
自
治
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

捌
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
世
態
・
世
祖
年
間
の
留
郷
所
は
主
に
守
令
を
告
訴
し
又
は
凌
蔑
し
た
猜
吏
・
姦
民
に
対
す
る
規
制
な
い
し
官
権
行
使
の

延
長
と
し
て
の
役
割
に
そ
の
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
た
の
に
比
べ
、
金
輪
薩
一
派
か
ら
な
る
士
林
派
の
主
張
す
る
復
立
黙
認
所
の
趣
旨
は
、

　
即
言
伏
望
、
国
家
之
悪
留
郷
倉
、
所
以
糾
正
郷
里
薫
風
俗
筆
、
郷
里
之
不
孝
不
悌
者
、
留
郷
所
可
以
糾
之
、
誰
誰
之
不
睦
不
思
者
、
留
郷
所

　
可
叢
叢
之
、
騎
妊
謀
而
愚
弄
守
令
老
、
則
可
町
制
之
、
仮
官
無
理
侵
襲
百
姓
巻
、
則
訓
導
懲
之
、
其
有
関
風
教
大
夷
…
。
　
（
成
宗
実
録
十
七
年

　
十
月
丙
申
条
）

と
あ
る
如
く
、
ま
ず
村
秩
序
を
破
る
者
を
皆
、
糾
正
す
る
権
限
を
も
つ
自
治
機
構
と
し
て
提
議
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
郷
吏
に
対
し
て
も
従
来

の
よ
う
な
対
立
相
手
と
し
て
の
規
制
で
な
く
、
基
本
的
に
郷
村
の
梅
成
員
と
認
め
な
が
ら
彼
ら
の
柑
秩
序
を
乱
す
不
睦
・
不
念
行
為
に
つ
い
て

は
制
裁
を
加
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
復
立
論
に
お
い
て
最
も
重
要
視
さ
れ
た
課
題
は
、
　
「
不
孝
・
不
悌
」
者
に
着
す
る
鞍
懸
活
動

で
あ
る
。
即
ち
、
成
宗
朝
に
な
る
と
郷
村
内
部
に
は
土
塁
士
族
を
中
心
と
す
る
か
な
り
多
く
の
同
族
村
が
形
成
し
て
お
り
、
家
礼
の
実
施
も
相

当
に
促
進
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
と
く
に
家
父
長
的
家
族
か
ら
な
る
同
族
村
の
共
同
体
的
規
制
に
お
い
て
一
番
大
き
な
現
実
問
題
は
や
は
り
不
孝

・
全
姿
・
不
睦
・
不
姻
・
赴
任
樋
な
ど
に
よ
る
村
秩
序
の
素
乱
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
金
宗
直
の
「
溢
者
子
殴
半
払
、
其
父
訴
官
老
有
之
、
三

塁
興
敗
俗
、
早
漏
此
極
」
（
成
歯
実
録
十
五
年
一
月
乙
未
条
）
、
成
健
の
「
士
族
兄
弟
、
不
相
和
睦
、
又
不
味
庶
人
、
此
非
他
、
専
急
電
碑
財
産
而

然
也
」
（
同
上
）
と
あ
る
よ
う
な
上
啓
文
な
ど
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
財
産
相
続
を
め
ぐ
る
父
子
兄
弟
間
の
運
上
が
非
常
に
多
い
。
つ
ま
り
、
留
郷

所
の
復
立
論
に
反
映
し
て
い
る
士
林
派
の
基
本
姿
勢
は
、
自
分
ら
の
本
貫
地
の
郷
村
自
治
を
官
権
の
行
政
的
方
法
で
な
く
、
同
族
間
の
自
律
的

秩
序
、
即
ち
、
そ
の
共
同
体
的
意
識
に
そ
の
解
決
策
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
復
立
案
は
何
回
の
失
敗
を
経
て
、
成
宗
十
九
年
に

「
留
郷
轡
屋
維
持
樹
脂
有
益
」
（
平
野
実
録
十
九
年
三
月
丙
寅
条
）
と
い
う
点
で
一
応
採
択
さ
れ
る
。
が
、
士
林
派
の
描
い
た
村
落
自
治
的
性
格
が

そ
の
通
り
実
施
さ
れ
る
に
は
、
な
お
、
多
く
の
時
日
が
必
要
で
あ
っ
た
。
実
際
、
士
林
派
の
要
求
す
る
復
立
策
は
彼
ら
の
影
響
力
が
強
い
嶺
南
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（
優
尚
道
）
一
帯
に
し
か
実
現
さ
れ
ず
、
ほ
か
の
地
方
で
の
留
諸
所
は
勲
旧
勢
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
彼
ら
の
本
貫
で
の
勢
力
地
盤
を
構
築

す
る
た
め
の
手
先
機
関
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
留
郷
所
の
庶
男
が
決
定
さ
れ
て
か
ら
、
二
年
後
、

　
国
家
設
立
面
識
所
者
、
欲
使
糾
正
郷
風
也
、
今
繋
留
郷
晶
官
、
不
務
糾
正
風
俗
、
徒
事
立
威
謡
曲
、
以
済
神
隠
、
非
徒
無
益
、
適
足
為
害
、

　
講
革
之
（
成
宗
実
録
二
十
一
年
十
一
月
戊
戌
条
）
。

と
あ
る
如
く
、
復
興
運
動
の
推
進
者
で
あ
る
士
林
寒
気
ら
、
そ
の
留
欝
欝
撤
廃
の
の
ろ
し
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
即
ち
、
留
郷
所
を
通

じ
て
の
郷
村
支
配
は
、
勲
旧
・
士
林
派
を
問
わ
ず
、
自
分
た
ち
の
本
貫
地
で
あ
る
郡
県
で
の
勢
力
地
盤
を
確
保
す
る
と
い
う
点
で
非
常
に
重
要

な
事
柄
で
あ
っ
た
。
と
く
に
留
墨
引
を
総
嫁
す
る
京
在
所
制
度
を
利
用
し
て
、
中
央
の
着
旧
勢
力
は
母
や
妻
の
内
外
郷
の
留
郷
所
ま
で
管
掌
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
多
く
の
地
方
で
の
復
立
留
郷
所
は
士
林
派
の
企
図
す
る
郷
村
自
治
機
構
と
は
程
遠
い
も
の
と
な
り
、
や
が
て
土
林
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

系
列
の
生
員
・
進
士
ら
は
「
司
罵
所
」
と
い
う
独
自
の
組
織
を
つ
く
り
こ
れ
に
紺
抗
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
士
林
派
は
中
央
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

政
治
匿
標
を
主
に
勲
旧
派
の
権
貴
的
姿
勢
や
心
行
に
対
す
る
攻
撃
に
転
換
し
た
。
そ
し
て
こ
の
士
林
派
の
政
治
的
挑
戦
を
受
け
た
勲
旧
派
が
、

そ
の
報
復
行
為
と
し
て
引
き
起
し
た
の
が
里
山
君
四
年
の
「
戊
午
士
禍
」
で
あ
る
。
勲
旧
派
が
士
禍
の
初
め
か
ら
司
馬
所
に
弾
駈
を
加
え
た
の

も
、
そ
れ
が
士
林
派
の
勢
力
地
盤
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
燕
山
君
十
年
に
「
甲
子
士
禍
」
、
中
宗
十
三
年
に
「
己
卯
土
寄
」
、
明

宗
元
年
に
「
乙
已
士
禍
」
と
い
う
、
一
連
の
士
林
弾
圧
事
件
が
継
い
で
起
る
。

　
そ
の
中
で
も
と
く
に
、
　
「
心
意
士
禍
」
の
対
象
と
な
っ
た
素
心
祖
一
派
の
中
央
官
界
へ
の
登
場
は
、
地
方
の
士
姓
語
族
か
ら
な
る
在
地
地
主

層
の
利
益
を
代
弁
す
る
士
林
派
が
既
成
の
勲
旧
勢
力
に
対
抗
で
き
る
程
の
大
き
な
政
治
勢
力
と
し
て
成
長
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
彼

ら
の
改
革
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
留
郷
所
運
動
の
延
長
と
し
て
の
呂
氏
郷
約
の
普
及
、
家
数
設
立
な
ど
の
家
礼
の
確
立
、
そ
し
て
「
賢
良
科
」
採

常
に
よ
る
科
挙
官
人
制
の
実
施
な
ど
が
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
地
方
の
土
姓
士
族
は
中
央
官
界
に
大
挙
し
て
進
出
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
本
貫
地
で
の
支
配
身
分
と
し
て
の
士
族
、
い
わ
ば
「
両
班
」
身
分
に
完
全
に
定
着
し
え
た
の
で
あ
る
。
又
、
趙
光
祖
一

派
の
出
現
は
士
林
派
の
地
盤
が
嶺
南
だ
け
で
な
く
、
畿
湖
地
方
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
己
卯
士
禍
以
降
、
士
林
派
の
官
界
へ
の
進
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⑰

出
は
、
一
応
、
沈
滞
す
る
が
、
そ
の
半
面
、
各
地
に
は
家
礼
や
宗
法
思
想
が
盛
行
し
数
多
く
の
同
族
村
が
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て

士
林
派
の
大
部
分
が
本
郷
に
戻
っ
て
学
問
と
教
育
に
励
む
機
会
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
李
朝
末
ま
で
大
き
な
影
響
を
残
し
た
、
徐
敬
徳
・
李
彦

廼
・
金
定
器
・
李
滉
・
曹
植
・
奇
大
医
・
李
璃
・
成
鶏
な
ど
の
よ
う
な
大
学
潜
が
墾
嵐
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
士
林
派
は
帰

郷
し
て
本
郷
で
の
勢
力
地
盤
を
築
き
、
郷
村
秩
序
の
確
立
の
た
め
に
全
力
を
傾
け
る
一
方
、
こ
れ
ら
の
諸
大
家
を
囲
ん
で
門
人
・
師
友
関
係
、

さ
ら
に
は
、
学
派
を
も
形
成
し
強
力
な
士
林
諸
派
を
編
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
が
明
宗
朝
以
降
か
ら
の
中
央
官
界
の
中
心
勢
力
と
な

る
と
同
時
に
、
各
地
方
で
の
主
導
的
勢
力
と
し
て
窟
暑
し
て
い
く
。
そ
し
て
中
央
官
界
と
各
地
方
と
を
連
結
さ
せ
る
た
め
に
、
士
林
派
が
自
主

的
に
つ
く
り
出
し
た
組
織
が
、
「
郷
約
」
と
「
書
院
」
で
あ
る
。

①
　
神
郷
所
に
つ
い
て
は
、
周
藤
音
之
「
遡
鮮
に
お
け
る
京
在
所
と
山
郷
所
に
就
て
」

　
（
加
藤
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
集
説
一
九
四
～
年
）
、
柳
洪
烈
「
刺
鮮
郷
約
の
成
立
」

　
（
震
檀
学
報
九
・
一
九
三
八
）
李
泰
鎮
「
士
林
派
の
留
口
所
巣
立
運
動
」
（
同
三
十

　
四
・
置
、
　
一
九
七
二
・
三
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
　
武
田
幸
男
「
浄
兜
寺
五
層
石
塔
造
成
形
陰
雲
の
研
究
」
　
（
朝
鮮
学
報
2
5
・
一
九

　
穴
二
年
）
を
参
照
。

③
閑
二
又
は
贔
官
な
ど
と
い
う
、
初
期
の
土
壌
士
族
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、

　
千
寛
宇
「
麗
宋
鮮
初
の
閑
良
」
（
李
丙
蕪
博
士
華
甲
記
念
論
叢
一
九
五
六
年
）
、
浜

　
中
陞
「
麗
宋
鮮
初
の
閑
良
に
つ
い
て
」
（
覇
鮮
学
報
四
二
・
一
九
六
七
年
）
、
韓
永

　
愚
「
麗
宋
鮮
初
の
閑
良
と
そ
の
地
位
」
　
（
韓
黒
血
研
究
郷
、
　
一
九
六
九
年
）
な
ど

　
が
詳
し
い
。

④
太
祖
実
録
二
年
十
二
月
乙
巳
条
、
又
は
太
宗
実
録
十
三
年
穴
月
乙
卯
或
い
は
十

　
四
年
一
月
家
島
粂
、
世
粗
実
録
二
年
五
月
乙
亥
条
な
ど
、

⑤
・
⑥
詳
し
く
は
李
成
茂
「
朝
鮮
初
期
の
郷
学
」
（
韓
国
史
研
究
五
、
一
九
七
〇

　
年
）

⑦
「
命
両
府
以
下
前
妻
品
官
、
常
居
京
衛
王
室
」
（
太
祖
実
録
六
年
四
月
乙
巳
条
）

⑧
　
世
宗
実
録
十
六
年
十
一
月
癸
巳
条

⑨
　
「
無
知
人
民
、
孤
絶
告
訴
論
罪
、
且
官
吏
不
罷
、
傍
瞬
在
任
、
故
所
告
聡
少
、

　
遭
虐
必
大
、
民
皆
含
嘆
不
言
、
冤
抑
莫
伸
…
」
（
同
二
十
九
年
二
月
癸
丑
条
）

⑩
周
藤
爆
睡
「
麗
宋
鮮
初
に
於
け
る
農
荘
に
就
て
」
（
『
青
丘
学
叢
』
十
七
、
一
九

　
三
四
年
）

⑪
　
拙
稿
「
李
覇
初
期
に
お
け
る
並
作
制
成
立
の
歴
史
的
条
件
」
㈲
（
東
洋
一
史
研
究

　
三
十
三
巻
闘
号
、
一
九
七
五
年
）

⑫
　
　
「
伝
旨
戸
曹
田
、
諸
道
諸
邑
屯
田
、
自
明
年
島
民
耕
稼
官
金
一
半
之
利
」
　
（
容

　
虐
遮
実
録
一
幾
年
論
ハ
月
田
コ
子
羊
）

⑬
詳
し
く
は
、
田
籍
鎮
・
前
掲
論
文
参
照

⑭
徴
宗
実
録
十
七
年
九
月
乙
巳
条

⑱
「
李
済
臣
閏
、
外
方
生
進
、
各
其
官
門
近
地
、
設
司
馬
所
、
骸
然
一
衙
門
、
圧

　
倒
斜
視
所
、
至
凌
糞
土
主
、
尊
公
尤
甚
…
」
（
文
献
備
考
・
職
官
考
二
十
二
）

⑯
例
え
ば
、
成
宗
実
録
二
十
三
年
十
二
月
庚
子
条
に
よ
る
と
、
李
穆
ら
に
よ
る
上

　
啓
文
に
は
歩
賢
相
と
そ
の
一
族
の
権
貴
化
に
対
す
る
攻
撃
で
満
ち
て
い
る
。

⑰
　
　
門
己
卯
請
賢
、
稽
欲
有
為
、
而
誕
鋒
所
触
、
血
肉
魔
紛
、
継
以
乙
巳
之
禍
、
惨

　
黒
虫
卯
、
慮
是
、
士
林
狼
顧
、
脅
息
以
三
農
為
幸
、
不
敢
以
国
事
為
冨
」
　
（
菓
谷

　
全
書
・
万
言
封
事
）
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三
、
郷
約
及
び
書
院
の
性
格
と
そ
の
歴
史
的
意
義
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〔
1
〕
　
以
上
の
よ
う
に
、
初
期
社
会
で
は
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
生
産
関
係
、
そ
し
て
そ
れ
に
経
済
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
相
反
す
る
二
つ

の
政
治
勢
力
が
対
立
し
な
が
ら
、
と
も
に
当
時
の
郷
村
秩
序
を
規
定
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
土
姓
士
族
な
い
し
士
林
派
益
ら
が
構
成
す
る
留
郷

所
は
つ
ね
に
官
権
に
よ
り
抑
制
さ
れ
、
そ
の
活
動
も
郷
村
外
部
の
力
を
借
り
て
書
風
を
矯
正
す
る
教
化
的
性
格
に
止
ま
り
、
と
き
に
は
む
し
ろ

そ
の
官
権
の
延
長
と
し
て
の
役
割
す
ら
担
っ
て
い
た
の
で
、
つ
い
て
郷
村
内
部
の
自
律
的
秩
序
を
反
映
す
る
自
治
機
構
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

と
く
に
燕
山
並
の
暴
政
や
土
禍
の
続
発
と
い
う
政
治
的
混
乱
は
民
心
や
風
俗
の
破
綻
を
招
い
た
の
で
、
土
林
派
と
し
て
は
単
な
る
教
化
策
よ
り

も
、
も
っ
と
具
体
的
な
養
民
之
策
と
し
て
の
新
た
な
郷
村
秩
序
確
立
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
早
く
か
ら
留
郷
所
の
か
わ
り
に
、

「
呂
氏
仁
慈
」
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
士
林
派
の
な
か
か
ら
徐
々
に
唱
え
ら
れ
は
じ
め
た
。
中
之
十
三
年
に
も
、
儒
生
金
仁
範
、
慶
尚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

道
観
察
曲
金
安
国
な
ど
が
呂
幾
重
約
の
施
行
を
積
極
的
に
講
願
し
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
の
は
や
は
り

趙
光
勲
一
派
の
改
革
運
動
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
、
上
姓
土
族
を
中
心
と
し
た
同
族
村
の
急
激
な
増
加
に
よ
っ
て
呂
氏
郷
約
の
三

期
だ
け
で
は
妾
時
の
郷
村
事
情
は
解
決
さ
れ
ず
、
よ
り
現
実
的
規
律
を
織
り
込
ん
だ
新
た
な
心
細
が
常
に
要
求
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
い
ち
早
く
、
松
田
甲
茂
は
「
李
朝
時
代
の
面
面
」
を
定
義
し
て
、
地
方
に
お
け
る
名
望
の
あ
る
、
有
力
な
士
林
即
ち
両
班
及
び
儒
生
ら
が
、

各
々
そ
の
一
族
、
門
徒
、
馬
前
か
ら
な
る
団
体
の
中
に
儒
教
を
基
礎
と
す
る
強
制
的
条
目
を
設
け
、
こ
れ
に
拠
っ
て
風
教
の
維
持
、
生
業
の
安

泰
を
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
郷
党
相
稀
の
私
約
で
あ
る
が
、
そ
の
半
面
、
両
班
・
土
班
・
儒
生
ら
に
よ
る
他
の
地
方
人
罠
を
服
従

さ
せ
る
た
め
の
威
令
と
も
な
り
、
結
局
、
宮
治
に
対
す
る
自
治
の
規
約
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
又
、
金
口
憲
氏
も
、
　
「
郷
約
と
は
、
郷
党
の
約
束
で
一
種
の
地
方
自
治
団
体
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
血
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
共
同
社
会
に
深
い
因
縁
の
も
つ
パ
、
ミ
リ
ス
ム
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
点
だ
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
氏
と
も
郷
約
の
特
質
を
、
そ

れ
が
土
姓
士
族
か
ら
な
る
同
族
集
団
の
宗
法
秩
序
に
基
づ
い
て
お
り
、
又
、
そ
れ
自
体
は
土
姓
士
族
に
よ
る
一
つ
の
郷
村
支
配
体
制
で
あ
る
、
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と
い
う
点
に
求
め
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
最
初
に
、
当
時
の
郷
村
実
情
を
反
映
し
て
雨
落
さ
れ
た
の
が
、
李
滉
の
『
礼
安
郷
約
』
で
あ
る
。
こ
の
郷
約
の
特
微
は
呂
氏
郷
約
の
四
大
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

目
…
1
「
徳
業
相
棒
」
・
「
過
失
相
規
」
・
「
礼
豊
潤
交
」
・
「
患
難
相
即
」
1
の
中
で
も
特
に
「
過
失
戦
規
レ
の
条
項
を
具
体
化
さ
ぜ
、
そ
の
違
反

者
に
対
す
る
罰
則
を
綿
密
に
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
罰
則
は
主
と
し
て
族
道
徳
の
違
反
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
父
母
不
順
者
」
・
「
兄
弟
相
斗
者
」
・
「
家
道
悸
乱
者
」
・
「
守
身
嬬
婦
無
題
汚
愚
老
」
・
「
親
戚
不
睦
者
」
・
「
正
妻
疎
薄
者
」
・
「
婚
姻
喪
祭
無
身
過

亡
者
」
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
っ
た
。
当
時
の
郷
村
秩
序
に
お
い
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
同
族
成
員
の
結
束
や
規
翻
が
重
要
で
あ
っ
た
か

ら
、
そ
れ
だ
け
の
現
実
問
題
を
吸
収
し
て
い
た
と
思
う
が
、
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
の
強
化
ば
か
り
で
は
一
時
的
な
成
果
し
か
挙
げ
ら
れ
ず
、

よ
り
複
雑
多
様
な
郷
村
秩
序
や
生
活
を
維
持
す
る
に
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
礼
安
寝
約
を
受
継
い
で
実
施
す
る
場
合
は
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

々
そ
の
内
容
に
必
要
な
鋼
項
を
増
補
さ
せ
る
例
が
多
か
っ
た
。

　
次
は
、
宣
祖
照
年
に
清
州
で
当
時
の
牧
使
で
あ
る
菓
谷
・
李
募
に
よ
っ
て
自
撰
施
行
さ
れ
た
『
西
面
農
楽
』
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
従
来
の

も
の
と
変
り
な
く
、
又
、
栗
谷
自
身
も
経
済
的
地
盤
が
安
定
し
て
い
る
一
部
の
地
域
を
除
い
て
は
、
こ
れ
の
普
及
に
よ
る
教
化
策
よ
り
は
郷
村

生
活
を
安
定
さ
せ
る
養
民
施
設
が
先
決
問
題
で
あ
る
こ
と
を
根
強
く
唱
え
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
後
、
海
州
に
隠
居
し
て
あ
ら
た
め
て
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

施
行
し
た
の
が
、
末
期
ま
で
の
各
地
の
孟
母
に
絶
対
的
影
響
を
与
え
た
『
海
藩
論
約
』
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
み
て
も
李
朝
郷
約
の
中
で
最

も
完
壁
な
も
の
で
、
と
く
に
特
徴
的
な
こ
と
は
当
時
の
地
方
郷
俗
を
汲
み
と
っ
て
実
生
活
に
即
す
る
も
の
に
し
た
点
で
あ
る
。
体
系
構
成
上
、

呂
氏
郷
約
や
礼
下
郷
約
を
模
倣
し
て
は
い
る
が
、
従
来
の
留
郷
所
の
活
動
事
項
や
当
時
の
村
落
内
部
で
盛
行
し
て
い
る
土
着
的
扶
助
組
織
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
「
契
」
を
用
い
て
具
体
的
に
活
用
し
て
い
る
。

　
な
お
、
粟
谷
は
門
海
州
一
郷
約
束
」
を
構
想
し
、
海
州
一
帯
の
行
政
区
画
を
コ
大
隣
保
」
と
し
て
成
立
さ
せ
強
力
な
制
裁
力
を
も
つ
自
治

重
盗
に
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
破
約
の
実
施
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
以
降
、
　
「
条
約
」
は
基
本
的
に
地
方
官
の
駐
在
す
る
郡
県
単
位

に
設
け
ら
れ
る
が
、
実
際
、
族
道
徳
の
厳
守
を
核
心
と
す
る
郷
約
の
本
質
か
ら
各
々
の
同
族
又
は
村
落
共
同
体
が
そ
れ
を
簡
素
化
し
て
自
ら
の
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⑨

共
同
生
活
の
指
針
と
す
る
例
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
即
ち
、
郷
長
は
宗
法
に
基
づ
い
て
同
族
の
共
同
財
産
の
設
定
や
そ
の
共
同
管
理
又
は
利
用

の
面
ま
で
及
ん
で
、
そ
の
共
同
体
内
で
の
自
律
的
規
制
を
強
化
し
、
そ
の
中
に
小
農
民
の
再
生
産
活
動
を
定
着
さ
せ
る
、
と
い
う
村
落
共
同
体

の
生
産
的
機
能
を
も
背
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
栗
谷
が
郷
邑
一
騒
の
経
済
的
互
助
や
救
憧
の
た
め
に
講
じ
て
い
た
「
社
倉
契
約
束
」
の
一
端
に
も
よ
く
褒
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
栗
谷
の
郷
約
が
後
期
社
会
に
及
ば
し
た
影
響
は
突
に
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
粛
察
朝
よ
り
英
・
正
祖
朝
に
至
る
李
朝
後
期

の
繁
栄
期
に
は
、
各
地
で
励
行
さ
れ
た
郷
約
は
全
部
栗
谷
郷
約
を
受
け
継
い
で
お
り
、
当
時
の
同
族
又
は
村
落
の
自
治
的
機
能
も
そ
の
質
・
量

的
な
意
味
に
お
い
て
一
番
発
達
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
全
国
各
地
に
郷
約
が
普
及
さ
れ
た
結
果
、
李
朝
の
郷
村
秩
序
は
次
第
に
土
姓
士
族
な
い
し
士
林
派
を
中
心
と
す
る
同
族

共
同
体
内
部
で
の
宗
法
や
家
礼
の
実
施
と
表
裏
一
体
の
も
の
に
な
る
一
方
、
つ
い
に
郡
県
の
範
瞬
に
拡
大
さ
れ
た
本
格
的
な
地
方
的
自
治
体
制

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
他
方
、
両
班
士
族
に
よ
る
支
配
体
制
と
し
て
の
矛
盾
も
増
々
露
骨
化
し
て
丁
茶
山
の
『
牧
民
内
書
』
に
、

　
土
豪
郷
蔵
、
辮
髪
首
綱
、
自
称
約
長
、
或
称
職
長
、
属
下
有
公
爵
・
直
月
詣
名
厨
、
専
檀
郷
権
、
威
勅
小
篇
…
…
官
愚
輩
公
牒
委
之
郷
約
、

　
使
之
査
報
、
悸
其
勢
作
妊
、
綱
有
紀
極
、
（
『
牧
昆
心
書
』
巻
七
教
民
条
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
土
豪
郷
族
」
の
た
め
の
一
種
の
特
権
的
機
関
と
な
り
、
そ
れ
に
地
方
官
す
ら
関
与
で
き
な
い
程
、
そ
の
社
会

的
弊
害
が
大
き
な
問
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
末
期
に
到
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
実
の
と
こ
ろ
族
道
徳
の
宣
揚
と
地
方
自
治
精
神
の
論
断
と

い
う
点
で
の
郷
約
の
役
割
は
至
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
〔
2
〕
　
こ
の
郷
約
と
相
熟
ん
で
、
土
姓
士
族
な
い
し
士
林
派
の
地
方
社
会
で
の
活
動
を
集
結
し
、
な
お
、
そ
れ
を
一
大
の
政
治
勢
力
と
し
て

成
長
さ
せ
た
の
が
、
　
「
書
院
」
で
あ
る
。
書
院
と
は
、
同
族
の
子
弟
ら
を
教
育
す
る
「
斎
」
と
祖
先
或
い
は
先
賢
先
師
を
奉
祀
す
る
「
祠
廟
」

が
結
合
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
高
麗
朝
以
来
の
門
閥
的
教
育
制
度
よ
り
一
歩
進
ん
だ
も
の
と
も
い
え
、
中
央
の
「
国
学
」
各
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郡
県
の
「
郷
校
」
以
外
の
私
設
的
な
教
育
機
関
と
い
う
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
柳
洪
烈
氏
は
李
朝
の
書
院
を
評
し
て
、
　
「
高
麗
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
お
け
る
襟
院
と
岡
津
、
国
家
政
策
に
因
る
時
代
的
産
物
で
あ
る
」
と
い
い
、
書
院
の
性
格
を
支
配
者
哲
学
を
提
供
す
る
機
関
で
あ
る
と
規
定

し
て
い
た
。
事
実
、
書
院
の
役
割
は
寺
院
の
そ
れ
と
近
似
せ
る
側
面
も
あ
る
が
、
両
者
の
も
っ
た
社
会
的
地
盤
と
実
践
内
容
は
質
的
に
異
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

李
朝
国
家
が
儒
教
を
国
是
と
し
、
そ
れ
を
奨
励
す
る
た
め
に
一
華
一
校
主
義
を
採
用
し
て
い
た
が
、
官
吏
紀
綱
の
弛
緩
や
科
挙
法
の
離
れ
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

授
・
訓
導
の
不
足
及
び
無
資
質
な
ど
の
理
由
で
次
第
に
衰
退
し
、
又
、
そ
の
需
要
を
充
た
し
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
書
院
発
生
の
契
機
が
あ
る

が
、
殊
に
官
学
が
衰
微
の
極
に
達
し
た
中
宗
年
間
に
至
っ
て
最
初
に
書
院
の
出
現
を
み
る
。

　
即
ち
、
書
院
の
場
合
も
、
士
林
派
に
よ
っ
て
郷
約
の
普
及
運
動
が
着
手
さ
れ
る
中
宗
朝
に
慶
尚
道
豊
基
懸
守
で
あ
る
周
世
鵬
が
、
そ
の
任
地

に
、
朱
子
学
を
導
入
し
た
功
労
者
と
さ
れ
る
高
麗
末
の
安
痢
を
享
製
す
る
羅
宇
を
書
院
と
し
て
郷
校
文
筆
の
規
模
に
倣
っ
て
建
て
た
「
白
雲
洞

書
院
」
を
以
て
そ
の
備
矢
と
す
る
。
が
、
書
院
の
発
生
も
郷
約
と
同
様
、
各
地
で
の
土
姓
士
族
の
成
長
や
そ
の
自
治
活
動
の
展
開
と
非
常
に
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
前
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に
成
導
管
に
は
「
留
秘
所
」
が
郷
風
を
糾
正
す
る
機
能
を
も
は
や
果
し
得
な
く
な

っ
た
の
で
、
士
林
派
は
地
方
で
の
活
動
を
互
い
に
連
絡
し
、
又
、
団
結
す
る
た
め
に
新
た
に
「
司
馬
所
」
を
組
織
す
る
が
、
士
禍
な
ど
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
そ
の
活
動
に
は
自
ら
限
界
が
あ
っ
た
。

　
と
く
に
、
士
禍
の
発
生
は
、
士
林
派
の
隠
遁
生
活
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
士
林
派
を
し
て
郷
里
に
定
着
し
性
理
学
を
講
究
す
る
｝
方
、
精
舎
書

堂
な
ど
の
私
学
を
開
い
て
子
弟
の
教
育
に
専
心
せ
し
め
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
私
学
こ
そ
が
の
ち
の
書
院
に
ま
で
発
展
す
べ
き
土
台
と

な
る
が
、
は
じ
め
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
当
時
の
祉
会
的
背
景
か
ら
み
て
地
方
の
士
林
は
こ
の
よ
う
な
精
舎
書
手
に
集
合
す
る
し
か
郷
村
活
動
に

基
礎
づ
け
る
道
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
中
宗
早
生
に
は
、
壁
塗
尊
師
の
思
想
を
展
開
し
、
　
「
…
可
使
夢
周
・
宏
弼
従
今
文
願
、
明
東
方
万
世
道

学
之
重
、
而
手
張
畏
知
有
所
定
也
、
斯
道
幸
甚
、
士
林
幸
甚
」
（
中
宗
実
録
十
二
年
八
月
庚
戌
）
と
あ
る
よ
う
に
東
国
（
朝
鮮
）
学
者
を
も
文
廟
に

従
思
せ
ん
と
す
る
運
動
を
始
め
る
が
、
鄭
夢
周
（
高
麗
宋
の
忠
臣
で
性
理
学
の
大
家
）
を
除
い
て
は
多
く
目
的
を
達
成
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
と
く
に
士
禍
に
よ
り
犠
牲
に
さ
れ
た
金
宏
弼
・
郵
汝
呂
な
ど
の
士
林
派
の
先
賢
を
祠
宇
に
鯛
空
し
よ
う
と
運
動
を
起
し
、
さ
ら
に
国
家
よ

51 （683）

§



り
公
認
さ
れ
た
郷
賢
の
祠
廟
の
設
立
を
実
現
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
轟
轟
の
澗
宇
が
私
学
と
公
舎
し
て
書
院
を
形
成
す
る
が
、
の
ち
の
書
院
が

多
く
忠
烈
圃
・
郷
賢
祠
・
賢
孝
綱
な
ど
の
別
名
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
白
雲
洞
書
院
の
出
現
に
先
立
っ
て
、

　
臣
意
、
忠
清
江
原
全
羅
各
一
道
中
央
、
慶
尚
左
右
道
、
各
得
一
大
寺
刹
、
聚
道
内
名
酒
、
勿
論
生
野
進
±
、
歳
以
四
仲
之
月
、
分
上
下
斎
、

　
読
書
年
例
…
。
（
中
宗
実
録
三
十
五
年
七
月
乙
亥
条
）

と
あ
る
上
疏
文
な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
当
時
の
士
林
有
志
の
申
に
は
す
で
に
嘗
学
の
不
振
に
絶
望
し
、
こ
れ
に
代
る
べ
き

何
ら
か
の
新
し
い
教
育
の
場
を
願
望
し
、
各
地
に
分
散
し
て
い
る
儒
生
を
一
力
処
に
集
め
講
学
蔵
置
に
専
念
せ
し
め
る
機
構
を
積
極
的
に
追
求

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
周
世
鵬
に
よ
る
白
雲
洞
書
院
は
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
、
当
然
、
在
野
の
儒
林
祉
会
に
大
き
な
刺
戟
を
与
え
、
各

地
の
儒
生
を
継
続
的
に
集
結
さ
せ
た
結
果
、
そ
れ
以
降
、
多
く
の
書
院
が
次
々
と
出
現
し
は
じ
め
た
。
と
く
に
士
林
派
の
中
央
官
界
へ
の
再
進

出
が
活
澄
と
な
る
明
転
朝
に
到
っ
て
、
白
雲
洞
書
院
は
国
家
よ
り
『
薦
張
書
院
』
と
い
う
勅
額
及
び
書
籍
・
奴
碑
・
田
地
な
ど
が
下
賜
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
国
家
が
自
ら
地
方
の
自
治
的
私
学
を
公
認
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
『
横
額
書
院
』
の
始
ま
り
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

院
に
対
す
る
監
司
守
令
ら
の
煩
雑
な
干
渉
を
制
限
し
、
そ
こ
で
の
儒
生
の
講
学
読
書
の
自
由
を
最
大
限
に
保
障
し
た
。
従
来
、
士
林
の
集
会
所

で
あ
っ
た
司
馬
所
な
ど
は
、
や
や
も
す
れ
ば
国
政
を
誹
講
し
士
習
を
汚
損
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
解
散
が
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
書

院
の
場
合
は
格
段
の
違
い
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
国
家
が
官
学
の
退
廃
に
伴
な
っ
て
人
才
の
抜
擢
や
郷
約
の
施
行
と
と
も
に
土
風
の
振
作
上
か
ら
も
、
書
院
の
よ
う
な

私
的
教
育
機
関
の
出
現
を
い
か
に
渇
望
し
、
従
っ
て
そ
れ
に
対
し
て
い
か
に
寛
大
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
か
を
物
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
そ
れ
以
降
、
李
朝
国
家
は
各
郡
県
の
郷
軍
を
廃
止
す
る
一
方
、
由
緒
の
あ
る
書
院
に
は
請
願
に
よ
っ
て
扁
額
を
給
し
、
又
、
　
「
書
院
田
」
を

与
え
て
奨
励
し
な
が
ら
そ
の
繁
栄
を
促
進
し
た
。
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〈蓑皿〉著名同族

村（926力処）と書

院との年代別的発

生数

族
と

書
院 年

代
別

15

c
竪
醐

15

c

著
名
同
族
村

溺㌃
IM

院

六
七

一
四
九

二

16

b
一
二
五

七
八

17

c
三
四
〇

三
六
二

18

c

19

c

＝
一
三

一
九
三

三
二ノ＼

李朝における同族共同体の成立と郡県罰（金）

ら
追
仰
さ
れ
、
な
お
、
郷
村
員
に
対
し
て
は
支
配
的
立
場
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
書
院
を
儒
林
相
互
の
集
会
所
に
し
な
が
ら
、
逆
に
国
家
に
迫
っ
て
扁
額
・
田
土
・
奴
碑
・
書
籍
な
ど
の
給
与
を
請
願
す

る
の
が
一
つ
の
常
例
と
な
っ
た
。
明
宗
朝
以
降
、
中
央
政
界
は
す
で
に
士
林
派
に
よ
っ
て
執
権
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
請
願
が
殆
ど
受

け
入
ら
れ
続
々
褒
典
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
士
林
政
治
の
内
紛
で
あ
る
「
四
色
党
派
」
の
絶
頂
期
の
粛
宗
年
半
（
　
六
七
五
～
一
七
エ
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
は
三
七
〇
院
も
発
生
し
、
一
道
に
八
、
九
十
力
処
を
数
え
る
ほ
ど
の
書
院
が
設
立
さ
れ
る
と
い
う
は
め
に
な
っ
た
。
又
、
李
朝
全
期
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
設
置
し
た
書
院
の
総
数
は
六
八
○
院
に
達
し
、
そ
の
内
、
二
七
六
院
が
国
家
よ
り
賜
額
さ
れ
た
。
書
院
は
国
家
よ
り
賜
額
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
名
実
共
に
書
院
と
し
て
完
成
す
る
が
、
そ
の
組
織
の
名
称
や
役
割
な
ど
は
契
や
宗
規
の
そ
れ
と
非
常
に
似
て
い
る
。
書
院
の
場
合
も
ま
ず

『
院
規
』
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
又
そ
れ
を
執
行
す
る
院
長
・
講
長
・
斉
長
（
－
代
表
）
及
び
有
司
・
執
綱
・
包
隠
（
－
幹
事
）
な
ど
の
任
員

制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
先
賢
先
師
を
奉
祀
す
る
祠
廟
を
中
心
に
、
そ
の
前
面
の
東
西
に
両
鐙
を
お
い
て
儒
生
の
宿
所
と
し
、
講
学
を

行
う
講
堂
も
建
て
て
い
た
。
祠
廟
の
祭
祀
は
普
通
春
秋
野
際
行
な
わ
れ
て
い
た
。
院
生
は
ま
ず
司
馬
（
生
員
・
進
士
）
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ

て
お
り
、
免
役
の
特
典
を
も
持
っ
て
い
た
。
樽
入
儒
生
数
は
初
め
は
約
二
～
三
〇
名
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
賜
額
書
院
二
〇
名
、
未
賜
誓
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

院
一
五
名
と
明
文
化
し
た
。
さ
ら
に
、
賜
額
書
院
だ
け
に
与
え
ら
れ
る
免
税
田
三
三
に
加
え
て
各
儒
林
の
出
財
、
守
令
孤
忠
よ
り
の
属
公
田
の

寄
進
、
各
地
の
麿
力
者
ら
の
寄
附
な
ど
に
よ
っ
て
各
書
院
は
莫
大
な
土
地
財
産
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
土
姓
土
族
な
い
し
士
林
派
の
私
設
的
教
育
機
関
と
し
て
の
書
院
は
郷
校
の
代
り
に
各
郡
嬢
の
公
認
さ
れ
た
教
育
機
関
と
な

る
が
、
他
方
、
地
方
儒
林
の
集
結
所
で
も
あ
っ
て
当
時
の
有
力
な
政
治
団
体
の
性
格
も
帯
び
て
い
た
。
例
え
ば
、

　
そ
の
た
め
、
各
地
の
土
姓
士
族
な
い
し
士
林
派
は
そ
の
後
相

継
い
で
縁
故
あ
る
先
賢
や
中
始
祖
を
担
ぎ
出
し
て
書
院
の
奉
祀

者
と
し
、
或
い
は
、
成
員
中
の
儒
生
を
書
院
に
述
っ
て
学
問
を

精
進
さ
せ
官
界
へ
の
進
出
を
計
ら
う
な
ど
に
よ
っ
て
、
郷
村
か

　
　
　
　
続
々
と
書
院
を
建
て
た
。
　
（
表
罫
参
照
）
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各
州
県
、
殆
有
一
書
院
、
其
外
書
院
、
亦
不
計
其
数
、
為
無
二
楼
息
富
盛
、
初
漁
講
論
道
義
、
・
童
言
評
判
朝
政
、
一
人
先
唱
、
衆
口
同
声
、

　
伝
激
国
内
、
数
旬
皆
遍
…
後
遂
以
私
怨
、
並
樹
旗
鼓
、
一
進
一
退
、
朝
廷
之
上
如
潮
汐
、
此
本
邦
党
派
始
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
よ
う
な
記
録
は
当
時
の
書
院
の
政
治
的
性
格
を
如
実
に
報
告
し
て
い
る
。
即
ち
、
政
治
的
に
は
書
院
の
儒
生
は
中
央
政
界
と
結
托
し
、

時
に
は
自
分
ら
の
墨
色
門
閥
と
気
脈
を
通
じ
て
政
治
的
与
論
を
起
し
、
又
「
清
逸
」
な
る
風
を
起
し
て
は
内
外
の
官
吏
を
苦
し
め
る
こ
と
が
非

常
に
多
か
っ
た
。
又
、
経
済
的
に
も
多
く
の
書
院
園
を
設
け
た
上
、
な
お
、
免
税
の
特
典
を
不
法
に
行
使
し
た
た
め
国
家
収
入
に
大
き
な
損
失

を
与
え
て
い
た
。
そ
し
て
郡
繋
の
一
般
郷
村
員
に
対
し
て
は
一
つ
の
支
配
機
構
と
し
て
、
ま
た
、
豊
漁
に
は
彼
ら
の
代
弁
機
関
と
し
て
の
役
割

を
挺
っ
て
い
た
。

　
①
　
中
宗
実
録
十
三
年
四
月
己
巳
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
年
）

　
②
松
田
甲
「
李
朝
時
代
の
郷
約
」
九
蓋
頁
（
続
日
電
史
話
第
三
編
）
　
　
　
　
⑪
詳
し
く
は
、
小
田
雀
吾
「
朝
鮮
教
育
制
度
史
」
（
受
療
史
講
座
分
類
史
）
参
照
。

　
③
　
金
所
説
『
韓
羅
家
族
制
度
研
究
』
第
二
章
第
二
節
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
　
　
　
　
⑫
　
成
宗
実
録
十
一
年
三
月
辛
丑
条
な
ど
に
多
く
の
実
例
が
み
ら
れ
る

　
　
九
六
九
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬
燕
山
君
礒
記
一
年
五
月
庚
戊
条
な
ど

④
退
渓
集
巻
四
二
・
雑
著
参
照

⑤
　
朱
子
大
全
巻
七
四
、
増
損
藍
田
呂
氏
郷
約
序

⑥
例
え
ば
、
藩
祖
朝
の
落
城
郡
公
警
衛
新
武
洞
の
洞
約
（
醜
婦
遠
に
よ
る
）

⑦
粟
谷
全
轡
巻
十
六
・
雑
著

⑧
例
え
ば
、
「
海
州
浸
種
」
の
く
礼
俗
梱
交
〉
・
〈
患
難
中
慷
〉
条
の
諸
項
目
は
契

　
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
　
「
契
員
有
過
三
年
術
者
、
則
躍
如
賀
礼
立
華
」
・
「
契
中

　
当
身
之
爽
、
則
給
米
六
斗
し
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

⑨
例
え
ば
、
長
沼
郡
冠
由
面
概
山
魏
心
用
の
「
社
中
約
無
機
前
議
」
な
ど
が
そ
の

　
い
い
例
で
あ
る
。

⑩
柳
洪
烈
「
朝
鮮
に
於
け
る
書
院
の
成
立
」
ω
（
青
丘
学
黙
想
二
十
九
号
一
九
三

⑭
　
燕
山
君
日
記
四
年
八
月
癸
西
条

⑮
・
⑯
明
宗
実
録
五
年
二
耳
丙
午
条

⑰
詳
し
く
は
、
閲
丙
河
「
朝
鮮
轡
院
の
経
済
構
造
」
（
大
東
文
化
研
究
第
五
輯
｝

　
九
六
六
年
）

⑯
　
　
「
粛
宗
八
年
…
大
司
成
金
万
重
疏
日
、
書
院
之
設
、
一
道
之
有
八
九
十
者
、
宮

　
室
之
美
、
守
護
之
盛
、
往
々
鍮
史
籍
廟
、
広
占
土
臓
、
多
雪
閑
丁
、
群
聚
遊
談

　
徒
事
舗
鐙
…
云
々
」
（
『
文
献
備
考
』
学
校
考
）

⑲
善
生
永
助
『
朝
鮮
の
聚
落
』
的
（
一
九
三
五
年
）
五
七
～
～
二
頁

⑳
柳
洪
烈
・
前
掲
論
文
的
（
青
丘
学
叢
第
三
十
弩
）

⑳
　
糾
雪
洞
『
遡
鮮
政
鑑
』
の
中
か
ら
引
用
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李朝における同族共同体の成立と郡県制（金）

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
通
り
、
李
朝
初
期
に
改
編
さ
れ
た
郡
県
制
は
一
方
、
専
制
権
力
に
よ
る
地
方
櫛
型
の
確
立
過
程
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
よ

り
も
本
質
上
、
そ
れ
を
「
本
貫
」
地
と
し
な
が
ら
自
己
を
形
成
し
て
く
る
土
偏
士
族
、
と
く
に
そ
の
同
族
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
村
落
共

同
体
の
成
長
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
又
、
そ
れ
を
支
え
に
し
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
地
方
支
配
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
体
制
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

単
な
る
専
制
支
配
の
遺
制
で
な
く
、
そ
う
い
う
形
態
で
の
経
済
外
的
強
制
な
い
し
権
力
の
あ
り
方
と
し
て
、
個
別
的
な
小
農
民
経
営
の
発
展
に

基
づ
く
新
し
い
生
産
関
係
、
さ
し
当
り
並
艦
齢
に
そ
の
経
済
的
地
盤
を
も
つ
同
族
共
同
体
の
成
立
や
そ
の
政
治
的
・
自
治
的
機
能
の
確
立
な
ど
、

基
本
的
に
は
「
封
建
的
」
と
な
っ
た
社
会
構
成
の
上
部
構
造
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
土
姓
士
族
な
い
し
士
林

派
の
中
央
官
界
へ
の
持
続
的
な
志
向
性
の
中
に
は
専
制
的
形
式
が
廃
絶
さ
れ
た
の
で
な
く
、
彼
ら
に
よ
る
郷
村
秩
序
の
確
立
の
な
か
に
横
た
わ

っ
て
い
る
「
私
的
」
支
配
・
隷
属
関
係
一
と
く
に
地
主
・
佃
戸
関
係
i
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
な
お
、
継
承
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
、
勲
旧
勢
力
に
対
抗
す
る
「
留
葬
所
」
膳
立
運
動
を
経
て
、
「
郷
約
」
・
「
書
院
」
の
確
立
に
到
る
ま
で
の
士
林
派
の
政
治
的
・
自
治
的

機
能
の
成
長
の
内
に
は
つ
ね
に
、
ほ
か
の
郷
村
構
成
員
に
対
す
る
一
つ
の
支
配
機
構
や
体
制
と
し
て
の
特
質
が
貫
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
端
的

に
い
え
ば
、
郷
約
が
土
姓
士
族
な
い
し
士
林
派
の
家
憲
又
は
宗
規
の
族
道
徳
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
の
外
延
作
用
と
し
て
全
村
及
び
郡
県
に
ま

で
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
書
院
は
士
族
一
門
の
家
廟
と
書
堂
の
役
割
が
ま
た
郡
繋
単
位
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
私
設
教
育
機
関
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
同
族
集
団
の
内
部
で
の
不
平
等
的
秩
序
や
多
様
な
階
層
を
含
ん
だ
ま
ま
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
村
落
共

同
体
は
そ
れ
を
増
幅
さ
せ
内
部
に
制
度
化
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
い
わ
ゆ
る
村
落
自
治
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
岡
族
共
同
体
の
本
貫
地
と
し
て
の
郡
県
綱
の
歴
史
的
本
質
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
農
学
都
研
究
科
博
士
課
程
・
京
都
市
左
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　　　The　Establishrnent　of　the　Cian　Community　and

the　Centralized　Local　Administration　of　Ri李Dynasty

by

Hong－sil〈　Kim

　　The　reorganlzation　of　the　local　adininistration　was　a　basis　of　the

despotic　monarchy　of　the　early　Ri　dynasty．　On　the　other　hand　it　was

a　reflection　of　the　rural　community　controlled　by　doseishizollu土野士族，

native　aristocracy．　1　think　it　is　wortliy　of　notice　that　the　centralized

local　admiBistration　depended　upon　such　a　rural　community．　ln　this

article，　therefore，　1　would　like　to　investigate　into　the　relation　between

the　centralized　local　administration　and　the　rural　comiinunity．　lnvesti－

gating　into　tke　relation　1　will　pay　attention　to　these　points　；　the　forming

process　of　doseishizoleu　and　its　character；　the　development　of　the

a就onomy　of　doseishizoflu　frorn　7y露妙δsん。留郷所establishing　movement

to　the　establishmellt　of　leyδyaku郷約and　shoin書院；dominion　of

doseishizoku　over　the　other　member’S　of　the　rural　community　；　finally　the

continuous　intention　of　doseishi20ku　to　hold　a　central　government　post．

Jolm　of　Saiisbury’s　View　of　Learning

by

Mineo　Tanaka

　John　of　Salisbury　marks　a　distingulslied　figure　in　the　intellectual

activities　of　the　twelfth　century．　His　attitude　to　the　so－called　Becl〈e’t－

confiict，　his　political　theory，　his　vai’ied　career　as　vLrell　as　his　vast

descriptions　of　the　various　problems　of　his　time，　those　are　all　interesting

and　have　well　called　our　attention．　But　we　inust　not　underestimate

laim　as　a　phi！osopher　or　an　educational　theorist，　and　in　tliat　aspect，　I

think，　his　inost　interesting　figure　is　iaid　out．

　　In　this　treatise，　first，　1　ana｝yze　his　view　of　leaming．　The　main　theme

of　his　Metalogicon　is　logica，　which　is　a　valuable　asset　in　all　fields　of

philosophy，　but　whlch，　if　isolated，　is　nothing　but　useless　and　sterile．

（787）




